
Ａ
・
ス
ミ
ス

Ｄ
・
リ
カ
ア
ド
オ

Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
に
お
け
る
租
税
理
論
の
展
開

古
典
学
派
に
お
げ
る
財
政
思
想

）二（

箕
　
浦

格
　
良

　
経
済
的
自
由
主
義
は
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
げ
て
ジ
ョ
ソ
・
ロ
ッ
ク
ー
争
目
■
Ｏ
Ｏ
ぎ
Ｈ
８
甲
ミ
農
、
　
フ
ラ
ソ
ソ
ワ
・
ケ
ネ
ー
卑
彗
の
０
７

０
自
易
§
＜
一
８
仁
ミ
虞
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
＞
ま
昌
Ｏ
Ｏ
邑
乎
ミ
轟
Ｉ
Ｈ
毫
Ｏ
等
に
よ
っ
て
理
論
化
さ
れ
、
体
系
化
さ
れ
て
き
た
。
経
済
的
自
由
主
義

の
基
調
を
な
し
て
い
る
も
の
は
私
有
財
産
制
度
で
あ
る
。
即
ち
私
有
財
産
制
度
の
確
立
の
上
に
た
っ
て
の
経
済
的
自
由
で
あ
る
。
そ
う
し
て
私
有
財
産

制
度
も
土
地
の
所
有
関
係
か
ら
発
生
し
、
土
地
の
使
用
収
益
、
土
地
の
耕
作
権
と
結
合
す
る
。
Ｊ
・
ロ
ッ
ク
は
本
来
土
地
と
い
う
も
の
は
所
有
老
、
権

利
老
の
な
か
っ
た
も
の
で
、
す
べ
て
の
人
六
の
共
有
物
で
あ
る
が
、
労
働
を
加
へ
て
耕
作
す
る
と
き
は
、
そ
の
労
働
は
人
格
の
活
動
と
し
て
そ
の
人
格

の
一
部
を
彩
成
す
る
。
従
っ
て
労
働
は
客
観
化
せ
ら
れ
て
そ
の
労
働
を
加
へ
た
る
土
地
を
結
合
し
、
そ
の
所
有
権
は
労
働
を
加
へ
た
る
も
の
に
属
す
る

こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
土
地
所
有
権
の
存
立
の
正
当
性
は
土
地
と
そ
れ
に
加
へ
ら
れ
る
労
働
と
の
結
合
関
係
に
お
い
て
で
あ
り
、
労
働
を
加
へ
た
る
部

分
の
土
地
に
っ
い
て
所
有
権
を
主
張
し
得
る
も
の
で
、
白
己
の
労
働
を
加
へ
ざ
る
土
地
に
対
す
る
所
有
権
、
白
己
の
労
働
に
よ
っ
て
耕
作
し
得
な
い
広

い
土
地
の
所
有
権
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
。
叉
そ
の
主
張
は
正
当
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
Ｆ
・
ヶ
ネ
ー
は
私
有
財
産
権
を
人
問
に
与
へ
ら
れ

　
　
　
　
Ａ
・
ス
ミ
ス
Ｄ
・
リ
カ
ア
ド
オ
Ｊ
・
ｓ
；
・
ル
に
お
け
る
租
税
理
論
の
展
開
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
一
　
（
二
二
三
）
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二
　
（
二
二
四
）

た
る
天
賦
の
権
利
と
し
、
そ
れ
は
自
然
的
権
利
と
考
へ
て
い
る
。
歴
史
的
過
程
に
お
い
て
は
元
始
的
産
業
の
生
産
手
段
た
る
土
地
が
財
産
な
る
概
念
を

代
表
す
る
も
、
そ
の
後
一
般
の
生
産
手
段
も
財
産
に
含
ま
れ
て
私
有
財
産
権
が
主
張
せ
ら
れ
て
い
る
。
経
済
的
白
山
は
私
有
財
産
権
を
基
調
と
し
て
成

立
っ
も
の
で
あ
る
が
経
済
的
自
由
が
単
に
個
人
の
幸
福
を
追
及
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
杜
会
全
体
の
福
祉
に
貢
献
す
る
と
な
す
点
に
お
い
て
は
、
そ
の

論
拠
に
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
そ
の
目
的
す
る
と
こ
ろ
は
一
様
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
経
済
的
自
由
が
杜
会
的
に
容
認
せ
ら
れ
、

杜
会
的
福
祉
に
貢
献
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
そ
の
理
論
を
体
系
だ
て
た
の
で
あ
る
が
叉
一
面
Ａ
・
ス
ミ
ス
以
後
古
典
経
済
学
の
伝
統

と
も
な
っ
て
い
る
。
即
ち
Ａ
・
ス
ミ
ス
の
説
く
経
済
的
利
己
心
と
こ
れ
に
よ
っ
て
派
生
す
る
経
済
的
白
由
競
争
と
を
前
提
と
し
て
古
典
経
済
学
の
伝
統

は
継
受
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
統
は
Ｄ
・
リ
ヵ
ア
ド
ォ
に
ょ
っ
て
継
受
せ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
Ａ
・
ス
、
・
・
ス
の
経
済
学
、
特
に
Ｄ
．
リ
ヵ
ア

ド
オ
の
経
済
学
は
Ｊ
・
ミ
ル
盲
旨
鶉
室
旨
Ｌ
ミ
ｏ
◎
』
ｏ
．
ｏ
◎
¢
、
Ｊ
・
Ｒ
・
マ
カ
ロ
ッ
ク
ー
ｃ
一
；
夷
２
昌
。
・
２
き
實
ｏ
己
一
〇
〇
ヌ
ミ
ｏ
。
甲
一
〇
◎
震
、
ｃ
．
Ｒ
．
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畠

レ
ソ
ズ
Ｏ
〇
一
昌
巴
目
ｏ
ぎ
ユ
Ｈ
ｏ
箒
ｏ
易
一
Ｈ
べ
・
◎
○
」
。
◎
匿
、
Ｎ
・
Ｗ
・
シ
イ
ニ
オ
ア
ズ
鶉
。
。
彗
オ
巨
巨
旨
ｏ
ｏ
ｏ
己
一
一
Ｈ
Ｌ
Ｓ
９
－
Ｈ
・
◎
竃
等
に
よ
っ
て
敷
術
せ

ら
れ
、
そ
の
理
論
は
観
念
的
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
て
Ｊ
・
ｓ
・
ミ
ル
に
よ
っ
て
継
受
せ
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｊ
．
ｓ
、
・
・
ル

は
Ｄ
一
、
リ
ヵ
ア
ド
オ
の
経
済
学
と
、
そ
の
哲
学
上
の
基
礎
を
な
し
た
と
い
は
れ
る
Ｊ
・
ベ
ソ
サ
ム
の
功
利
主
義
、
壊
言
す
れ
ぱ
古
典
経
済
学
と
功
利
主

義
哲
学
の
環
境
の
中
に
成
育
し
た
自
由
主
義
経
済
学
者
と
し
て
古
典
理
論
の
伝
統
に
従
い
最
も
純
粋
な
る
思
想
、
学
説
を
祖
述
し
た
の
で
あ
る
が
、
然

る
に
十
九
世
紀
の
中
葉
、
経
済
的
白
由
主
義
の
発
展
は
産
業
革
命
の
精
榊
的
推
進
力
と
な
り
、
生
産
力
の
増
大
と
な
っ
た
が
、
自
由
主
義
の
無
限
な
る

発
展
は
そ
の
な
か
に
内
在
す
る
矛
盾
が
露
呈
せ
ら
れ
、
経
済
杜
会
の
競
争
の
激
化
に
伴
い
貧
席
の
懸
腕
の
拡
大
、
階
級
闘
箏
の
発
生
と
な
っ
て
班
れ
自

｛
十
工
義
の
基
調
に
対
し
て
そ
の
修
正
の
止
む
な
き
に
至
っ
た
。
こ
こ
に
経
済
杜
会
の
班
実
及
び
思
想
の
推
移
と
転
換
の
契
機
を
見
出
す
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

Ｊ
・
ｓ
二
・
・
ル
に
あ
り
て
は
白
｛
主
義
を
修
正
し
、
無
眼
な
る
向
｛
を
制
限
す
る
と
と
も
に
古
典
経
済
学
の
伝
統
に
対
し
て
懐
疑
を
抱
き
は
じ
め
そ
の

経
済
学
に
新
し
い
思
杣
心
を
と
り
入
れ
経
済
杜
会
の
推
移
、
経
済
箏
情
の
変
化
に
即
応
し
て
理
論
を
た
て
て
い
る
が
、
未
だ
古
典
経
済
学
の
広
統
を
遊
離

し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
本
来
資
木
十
工
義
は
経
済
的
自
由
主
義
に
基
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
生
産
関
係
に
お
い
て
労
働
と
資
木
と
の
対
立
閑

係
を
内
在
す
る
に
至
り
経
済
ｎ
山
主
炎
の
某
調
を
な
す
私
有
財
産
伽
庇
も
大
視
模
な
る
企
業
形
態
の
発
生
、
労
働
形
態
の
変
化
に
伴
い
財
座
と
労
働
と



の
結
合
を
革
純
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
、
そ
の
理
論
的
根
批
を
失
う
に
至
っ
た
し
、
叉
同
時
に
経
済
的
白
由
主
義
も
批
判
せ
ら
れ
杜
会
主
義

の
台
頭
と
と
も
に
凋
落
す
る
に
至
っ
た
と
は
い
へ
之
等
の
理
想
は
一
貫
し
て
っ
ら
ぬ
か
れ
現
在
も
尚
経
済
学
へ
の
古
典
と
し
て
脈
次
と
し
て
生
き
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
Ａ
一
ス
ミ
ス
の
因
富
論
は
周
知
の
如
く
全
五
編
よ
り
成
立
っ
て
い
る
。
第
一
編
と
箪
二
編
は
市
民
祉
会
の
理
諭
的
分
析
で
あ
る
。
そ
う
し
て
第
一
編

で
は
労
働
生
産
力
の
増
進
に
っ
い
て
の
究
明
で
あ
り
、
第
二
編
は
資
本
に
関
す
る
閉
題
の
論
議
で
あ
る
。
第
三
編
は
市
民
杜
会
の
歴
史
的
発
展
段
階
と

そ
の
貿
易
諭
の
展
開
で
あ
り
、
第
四
編
は
経
済
政
焚
、
殊
に
対
外
的
経
済
政
策
と
貿
易
に
関
す
る
論
議
で
お
る
。
第
五
編
で
財
政
論
を
展
開
し
て
い
る
。

「
ス
ミ
ス
は
國
家
の
牧
入
や
支
山
に
閥
す
る
事
柄
、
印
ち
今
日
の
財
政
間
題
に
閥
す
る
事
柄
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
つ
て
み
て
も
、
ス
、
、
、
ス
が

人
民
の
生
沽
と
鰯
家
の
火
沽
と
を
切
り
離
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
篤
五
篇
で
最
も
煎
要
な
こ
と
は
、
ス
、
、
、
ス
が
単
に

財
政
諭
を
試
み
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
彼
が
こ
こ
で
は
経
済
と
政
治
、
法
、
道
徳
、
教
育
、
宗
教
な
ど
文
刎
杜
會
の
企
般
に
つ
い
て
杜
會

學
的
な
、
文
閉
批
秤
的
な
考
察
を
行
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
こ
こ
で
も
他
の
諦
篇
の
場
令
と
同
様
に
、
ｎ
血
放
任
の
原
理
が
い
か

に
ょ
く
人
類
を
進
歩
と
文
閉
に
ま
で
引
ぎ
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
終
始
一
貫
し
て
論
護
し
、
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
思
想
家
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

て
の
ス
ミ
ス
の
面
□
は
、
も
ち
ろ
ん
他
の
諦
篇
で
も
い
ぎ
い
き
と
出
て
い
る
が
、
箪
五
篇
に
お
い
て
最
高
潮
に
達
し
て
い
る
。
」
と
い
わ
れ
る
。
　
そ
う

し
て
堺
に
技
術
的
鮒
政
諭
の
み
な
ら
ず
、
ｎ
山
主
義
因
家
観
を
深
く
追
求
し
、
杜
会
文
化
の
全
楓
域
に
亘
っ
て
論
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
Ｄ
・
リ
カ
ア
ド
オ
に
あ
り
て
は
そ
の
主
著
「
経
済
学
及
び
課
税
の
原
理
」
と
勺
目
目
ａ
目
ｏ
ｑ
．
ｎ
サ
庁
昌
一
≠
ユ
津
〇
一
－
｛
ｃ
『
亭
Ｑ
。
・
£
）
■
¢
昌
２
ま
汁
ｏ
亭
¢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

０
亭
巴
．
Ｏ
｛
亭
Ｏ
■
冒
毛
一
〇
勺
駕
巳
Ｐ
｝
『
津
彗
己
冨
．
一
〇
。
Ｎ
○
と
に
お
い
て
そ
の
財
政
理
論
を
峻
閉
し
て
い
る
。
「
経
済
学
及
び
課
税
の
原
理
」
は
全
第

三
十
二
巾
よ
り
成
立
っ
て
い
る
。
直
接
そ
の
肘
政
瑛
諭
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
は
第
八
市
以
下
箪
十
八
章
ま
で
と
第
二
十
九
華
と
で
お
る
。
そ
の
他
は
生

脈
、
分
舳
、
仙
倣
、
地
代
、
賃
銚
、
利
澗
件
の
諭
議
に
閑
係
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
Ｊ
・
ｓ
二
・
・
ル
に
あ
り
て
は
そ
の
主
若
「
経
済
学
原
理
」
の
巾
に
お
い
て
そ
の
財
政
忠
想
を
展
開
す
る
。
「
経
済
学
原
理
」
は
企
五
篇
よ
り
成
り
立

っ
て
い
ろ
。
第
一
篇
は
生
産
諭
で
あ
り
、
第
二
篇
は
分
配
論
と
な
っ
て
い
る
。
策
一
．
一
篇
は
交
換
論
が
腿
開
さ
れ
て
お
り
、
箪
州
篇
に
お
い
て
は
小
産
お

　
　
　
Ａ
・
ス
ミ
ス
Ｄ
・
リ
ヵ
ア
ド
オ
Ｊ
・
ｓ
・
ミ
ル
に
お
け
る
租
税
理
論
の
展
開
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
　
三
（
二
二
五
）

ク



　
　
　
立
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済
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四
　
（
二
一
ニ
ハ
）

よ
び
高
に
及
ぼ
す
杜
会
の
進
歩
の
影
響
に
っ
い
て
の
論
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
五
篇
は
「
政
府
の
影
響
に
っ
い
て
一
と
題
し
て
主
と
し
て
そ
の
財
政

理
論
が
騎
苫
れ
て
い
る
。
第
五
篇
に
お
い
て
直
接
そ
の
財
監
論
に
潔
す
る
と
二
ろ
は
第
一
章
か
塁
七
章
ま
で
で
菅
、
第
一
章
猛
府
の

一
般
鵯
能
に
っ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
章
以
下
第
六
章
ま
で
は
租
税
論
が
展
開
せ
ら
れ
て
お
り
、
箪
七
章
は
公
債
論
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
他

笑
章
に
お
い
て
は
籍
の
墨
の
役
務
と
そ
の
経
済
的
策
に
っ
い
て
の
論
議
で
智
特
殊
の
場
合
に
お
い
て
財
轟
論
と
蓉
す
る
。
Ｊ
．
ゴ
、

ル
に
あ
り
て
は
特
に
章
節
を
設
け
て
経
費
論
を
発
展
さ
せ
て
い
な
い
が
そ
の
全
体
の
な
か
に
国
家
経
費
に
っ
い
て
の
多
数
の
論
述
を
み
る
の
で
あ
る
。

　
Ａ
一
ス
ミ
ス
を
学
祖
と
し
・
Ｒ
一
プ
ル
サ
ス
・
Ｄ
・
リ
カ
ア
ド
オ
を
経
て
Ｊ
・
ｓ
・
ミ
ル
に
至
り
古
典
派
経
済
学
は
大
成
し
た
と
い
わ
れ
る
。
Ｊ
．

ｓ
一
ミ
ル
が
そ
の
な
に
お
り
な
が
ら
も
批
判
的
で
あ
っ
た
と
同
じ
く
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
の
自
由
主
義
財
政
学
説
は
Ｊ
．
ｓ
．
、
、
、
ル
に
よ
っ
て
完
成
せ
ら
れ

た
が
、
そ
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
理
論
的
反
省
が
加
へ
ら
れ
て
い
る
。

　
Ａ
一
ス
ミ
ス
は
そ
の
主
著
「
国
寓
論
」
第
五
編
、
第
二
章
、
第
二
部
、
　
「
租
税
」
の
部
に
於
て
、
Ｃ
Ｄ
「
賃
賞
料
に
対
す
る
租
税
、

地
代
に
対
す
る
租
税
」
（
汁
翼
鶉
毫
昌
・
彗
汁
二
簑
易
自
勺
Ｓ
汁
ぎ
・
彗
汁
。
二
、
。
Ｏ
）
、
四
「
地
代
に
比
例
せ
ず
土
地
の
生
産
物
に
課
す
る

税
」
、
ゆ
「
家
賃
に
課
す
る
税
」
、
ゆ
「
利
潤
又
は
資
本
（
。
。
汁
・
鼻
）
よ
り
生
ず
る
収
入
に
課
す
る
税
」
、
働
「
特
殊
の
利
淵
に
課
す
る

税
、
ゆ
「
土
地
、
球
崖
及
び
資
本
の
価
値
に
課
す
る
税
」
　
（
｛
婁
８
毛
。
目
ま
。
。
、
貝
、
Ｈ
く
、
－
一
、
。
二
、
。
ら
。
。
し
。
自
。
。
、
。
。
一
、
目
ら
。
。
↑
。
。
斤
）
ｏ
、

「
労
働
賃
銀
に
課
す
る
税
」
、
　
次
に
ゆ
「
各
異
な
れ
る
収
入
に
対
し
て
い
ず
れ
と
も
な
く
秘
す
る
税
」
　
と
し
て
、
　
之
を
ゆ
「
人
頭

税
」
（
Ｓ
三
註
；
け
翼
易
）
、
¢
Ｏ
「
口
州
品
に
課
す
る
税
」
（
汁
費
｛
書
・
。
目
。
。
自
。
一
、
一
、
一
、
。
。
ヨ
自
一
。
ａ
、
一
。
・
。
）
と
の
各
項
に
分
け
て
説
則
し
て

い
る
・
　
吏
に
目
州
品
に
課
す
る
税
を
必
需
品
（
完
・
鶉
。
。
邑
鶉
）
に
対
す
る
課
税
と
奔
修
。
…
（
一
一
、
自
、
一
、
・
。
）
に
課
す
る
税
と
に
分
け
て
詳

論
し
、
次
に
「
内
岬
物
産
税
」
（
き
汁
芽
・
｛
婁
・
ゑ
）
、
関
税
等
を
論
じ
、
次
い
で
第
州
納
、
雄
四
巾
に
於
て
「
灰
税
」
（
」
、
、
己
、
。
汀
・
。
）

に
つ
き
、
又
猟
五
卓
に
於
て
「
輸
出
奨
励
金
」
（
ぎ
三
ま
９
）
に
つ
い
て
詐
細
に
之
を
論
じ
て
い
る
。

　
Ａ
一
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ぱ
旧
民
が
個
人
と
し
て
獲
得
し
得
る
と
こ
ろ
の
収
入
の
乎
段
と
し
て
は
地
代
に
よ
る
か
、
利
湖
に
よ
る
か
、



又
は
労
働
賃
銀
に
よ
る
か
、
こ
の
三
者
○
い
ず
れ
か
に
よ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
各
個
人
Ｏ
収
入
○
途
は
こ
〇
三
極
で
あ
る
か
ら
、
国

家
収
入
○
手
段
と
し
て
、
国
民
に
租
税
を
課
す
る
方
法
に
於
て
も
こ
の
三
種
に
分
れ
る
Ｏ
で
あ
る
。
即
ち
机
税
○
・
負
担
を
、
Ｏ
Ｄ
地
代

に
求
め
る
か
、
四
利
洲
に
求
め
る
か
、
又
は
ゆ
労
働
貸
奴
に
求
め
る
か
で
あ
る
。
尚
之
等
収
入
〇
三
種
の
源
泉
に
対
し
て
い
ず
れ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

も
な
く
そ
の
す
べ
て
に
課
す
る
税
と
が
あ
る
と
い
う
。
換
言
す
れ
ば
Ａ
・
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
地
代
、
利
潤
及
び
労
働
賃
銀
が
収
入
の

源
泉
を
な
す
の
で
あ
る
。
土
地
及
び
資
本
の
私
有
が
許
さ
れ
て
い
る
杜
会
に
於
て
は
各
個
人
に
於
け
る
収
入
の
源
泉
は
地
代
、
利
潤

及
び
労
働
質
銀
で
あ
る
。
即
ち
地
代
、
利
澗
及
び
労
働
貨
銀
が
一
切
の
収
入
の
三
源
泉
で
あ
り
、
そ
の
他
の
収
入
は
、
す
べ
て
之
等
の

各
々
か
ら
、
或
は
之
等
の
も
の
の
中
の
二
、
或
は
之
等
の
源
泉
の
す
べ
て
か
ら
発
生
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
「
或
商
品
の
価
格
、
或
は

そ
の
交
換
価
値
が
、
そ
れ
ぞ
れ
之
等
地
代
、
利
潤
及
び
労
働
賃
銀
の
三
つ
の
部
分
の
何
れ
か
そ
の
一
つ
、
或
は
そ
の
他
の
、
或
は
そ

れ
等
の
す
べ
て
の
も
の
に
分
解
す
る
如
く
に
、
各
因
に
於
け
る
年
次
の
労
働
の
緕
果
た
る
生
産
物
全
榔
を
構
成
す
る
一
切
の
商
品
の

価
格
、
又
は
交
拠
価
値
も
、
之
を
総
括
す
れ
ば
同
じ
く
三
個
の
部
分
に
分
解
す
る
い
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
が
そ
の
閑
の
各
穣
の

因
民
の
問
に
、
労
働
の
賃
銀
と
し
て
、
又
は
資
本
の
利
澗
と
し
て
、
或
は
土
地
の
地
代
と
し
て
分
耐
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
・
各
杜
会
の
労
働
に
よ
っ
て
年
次
蒐
集
さ
れ
、
或
は
生
産
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
全
部
が
、
即
ち
そ
の
総
価
格
が
、
か
く
し
て

本
源
的
に
、
そ
の
杜
会
の
各
稚
ｏ
構
成
貝
の
間
に
分
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
労
働
－
貨
銀
、
利
淵
及
び
土
地
の
地
代
は
す
べ
て
の
交
拠

価
他
の
三
つ
の
本
源
的
涼
泉
で
あ
る
。
と
同
時
に
又
一
切
の
収
入
の
木
淋
的
源
泉
で
あ
る
。
そ
の
他
の
す
べ
て
の
収
人
は
終
＾
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
ｕ

は
之
箏
三
煮
の
何
れ
か
ら
か
発
止
す
る
の
で
あ
る
。
」
斯
く
の
如
く
各
個
人
の
収
入
は
続
胤
に
於
て
三
概
の
源
泉
、
即
ち
地
代
、
禾

澗
、
及
び
労
働
賃
狐
よ
り
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
如
何
な
る
租
税
も
終
＾
的
に
は
こ
〇
三
枢
Ｏ
収
入
の
内
い
ず
れ
か
か
．
ｂ
、

芳
し
く
は
ど
れ
と
い
う
こ
と
な
く
そ
の
す
べ
て
か
ら
支
払
わ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
な
し
、
課
税
の
対
象
は
地
代
、
利
澗
、
労
働

　
　
　
Ａ
一
ス
ミ
ス
Ｄ
一
リ
カ
ァ
ド
オ
Ｊ
・
ｓ
・
ミ
ル
に
お
け
る
租
税
撚
論
の
展
開
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
五
（
二
二
七
）



　
　
　
　
立
命
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賃
銀
の
三
種
の
涼
泉
及
び
こ
れ
等
の
す
べ
て
の
も
の
に
課
せ
ら
れ
る
場
合
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
Ａ
・
ス
ミ
ス
の
租
税
体
系
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
ｅ
　
土
地
税

　
　
○
○
　
借
地
料
税
（
地
租
）

　
　
の
　
収
悠
比
例
税

　
　
ゆ
　
家
賃
税

　
　
　
＠
　
建
物
賃
貨
料
税

　
　
　
＠
　
敷
地
賃
貨
料
税

　
白
　
利
潤
・
資
本
収
入
に
対
す
る
租
税

　
　
○
○
　
利
子
税

　
　
の
利
潤
税

　
　
　
特
殊
の
職
業
の
利
潤
に
課
す
る
税

　
　
い
　
呼
売
碗
人
税

　
　
の
　
行
商
人
税

　
　
↑
り
　
貨
篶
車
税

　
　
↑
○
貨
鰯
税

　
　
５
）
　
湘
精
炊
料
小
売
兜
許
税

　
　
６
）
　
農
災
税

　
　
　
土
地
・
求
除
及
び
資
本
価
値
に
課
す
る
税

六
　
（
一
三
八
）



　
○
ｏ
　
財
産
移
転
税

　
○
相
続
税

　
に
っ
．
印
紙
税

　
↑
○
　
登
録
税

臼
　
労
働
賃
銀
に
対
す
る
租
税

　
い
　
下
層
労
働
老
の
労
働
賃
銀
に
対
す
る
租
税

　
の
　
高
等
熟
練
工
・
自
由
業
の
報
酬
に
対
す
る
租
税

回
　
各
種
の
収
入
の
源
泉
に
対
し
て
い
ず
れ
と
も
な
く
普
遍
的
に
課
す
る
租
税

　
○
○
　
人
頭
税

　
○
　
消
費
物
税

　
　
＠

　
　
＠

　
　
　

　
　
＠

註
（
１
）

　
（
２
）

　
（
３
）

　
（
４
）

　
（
５
）

　
（
６
）

●

　
必
需
品
消
費
税

　
著
修
品
消
費
税

　
内
国
物
産
税

　
関
税

　
』
ｏ
プ
目
Ｕ
ｏ
汁
§
ユ
く
；
一
〇
コ
一
」
旨
害
ｑ
し
・
。
墨
．

　
向
島
善
岐
編
集
「
ス
ミ
ス
閥
宙
論
講
厳
」
１
　
＋
四
、
十
五
頁
　
同
苫
　
５
　
四
頁

　
邦
訳
　
井
手
文
雄
ポ
「
リ
カ
ア
ド
ウ
公
債
諭
」

　
井
千
文
雄
著
　
蛸
訂
析
版
「
市
典
学
派
の
鮒
政
論
」
四
四
九
頁
－
四
六
七
頁
に
此
点
詳
細
な
る
論
述
が
あ
る
。

　
＞
・
気
ヨ
Ｕ
Ｏ
冒
三
戸
↓
ま
！
く
？
一
一
亭
Ｏ
｛
ソ
２
庄
Ｏ
易
一
勺
・
ベ
ミ
・
大
内
兵
衛
諜
「
岡
宙
納
」
岡
二
七
五
頁

　
＞
（
訂
昌
ｏ
ｏ
昌
奉
７
Ｈ
巨
ら
一
勺
勺
．
ｓ
Ｉ
畠
．
邦
択
　
同
書
　
〇
一
〇
八
－
一
一
ユ
い
．
頁

Ａ
一
ス
ミ
ス
Ｄ
・
リ
カ
ァ
ド
オ
Ｊ
・
ｓ
二
・
・
ル
に
お
け
る
租
税
理
論
の
映
開
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
七

（
二
二
九
）
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八
　
（
一
四
〇
）

二

　
Ｄ
．
リ
カ
ド
オ
は
「
白
然
科
學
の
研
究
に
興
味
を
も
ち
、
ま
た
一
七
九
九
年
に
ス
ミ
ス
の
一
、
國
富
論
二
に
接
し
て
以
來
経
済
學
に
も
興
味
を
箆
え
る

に
至
一
ぎ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
　
…
ス
ミ
ス
は
そ
の
経
済
理
論
に
於
げ
る
と
同
じ
く
、
そ
の
財
政
思
想
に
於
て
も
後
継
老
と
し
て
・
．
リ
カ
ァ

ド
ォ
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
財
政
恐
想
、
殊
に
租
税
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
も
そ
の
経
済
学
に
お
け
る
理
論
と
同
じ
く
Ａ
．
ス
、
、
、
ス

の
学
説
を
追
い
之
を
修
正
し
、
Ｔ
・
Ｒ
・
マ
ル
サ
ス
と
と
も
に
Ａ
・
ス
ミ
ス
と
等
し
く
経
済
的
自
由
主
義
の
立
場
に
た
ち
、
そ
の
理
論
に
お
い
て
又
そ

の
筆
致
に
お
い
て
透
徹
一
貫
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
自
由
主
義
国
家
観
は
そ
の
主
著
「
経
済
学
及
び
課
税
の
原
理
」
（
弓
プ
。
勺
、
一
、
一
。
｛
。
・
。
。
冷
勺
。
－
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

ま
巴
■
Ｏ
昌
○
旨
Ｋ
彗
ら
↓
婁
津
一
昌
し
・
・
ミ
）
に
お
い
て
「
完
全
な
る
白
山
交
場
の
制
度
の
下
に
於
て
は
、
各
國
は
自
然
皆
な
そ
の
資
本
と
笏
働
と
を
、

自
國
に
最
も
有
利
な
る
が
如
さ
用
途
に
捧
げ
る
。
こ
の
個
人
的
利
盆
の
追
求
は
、
見
事
に
全
艦
の
全
般
的
利
盆
と
緕
び
付
げ
ら
れ
る
。
勤
勉
を
刺
戟
す

る
こ
と
に
よ
り
・
工
夫
に
酬
い
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
自
然
が
賦
與
せ
る
特
殊
の
力
を
最
も
有
敷
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
労
働
を
最
も

有
赦
・
最
も
経
済
的
に
分
配
す
る
と
同
時
に
、
一
般
的
生
産
額
を
墳
大
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
的
幅
利
を
普
及
せ
し
め
、
利
害
と
交
通
と
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

條
の
共
同
紐
帯
を
以
て
、
全
文
明
世
界
を
通
じ
て
諸
國
民
を
一
個
の
普
遍
的
杜
會
に
結
合
せ
し
め
る
。
」
と
い
う
形
態
に
お
い
て
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
、

Ｄ
一
リ
カ
ァ
ド
オ
は
資
本
主
義
経
済
杜
会
の
解
明
、
そ
の
経
済
理
論
を
た
て
る
に
当
っ
て
、
Ａ
・
ス
、
・
・
ス
と
等
し
く
各
個
人
の
経
済
的
利
己
心
と
経
済
杜

会
に
お
げ
る
自
由
競
争
の
支
配
を
前
提
と
し
、
そ
う
し
て
「
土
地
の
生
産
物
　
　
印
ち
笏
働
と
機
械
と
資
本
と
の
結
合
投
下
に
よ
つ
て
、
土
地
の
表
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
ト
　
　
ツ
　
　
ク

か
ら
取
得
さ
る
る
一
切
の
も
の
は
・
杜
會
の
三
陪
級
の
問
に
分
た
れ
る
。
土
地
の
所
有
者
、
耕
作
に
必
要
な
る
財
の
蓄
稜
す
た
は
ち
賓
本
の
所
有
者
、

及
び
そ
の
勤
笏
に
ー
よ
っ
て
土
地
の
耕
さ
る
る
笏
働
者
が
印
も
是
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
杜
會
襲
達
の
様
次
な
る
段
陪
に
於
て
は
、
地
代
、
利
澗
及
び
賃

銀
な
る
名
稽
の
下
に
、
こ
れ
等
諸
階
級
の
各
個
に
刈
り
鴬
て
ら
る
べ
さ
土
地
全
生
産
物
の
比
例
も
、
亦
た
大
に
異
な
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
そ
れ
を
主

と
し
て
左
力
す
る
も
の
は
、
土
壌
の
班
貨
の
肥
扮
、
荻
本
○
蓄
積
と
人
口
と
、
及
び
農
業
上
に
用
ゐ
ら
る
る
熟
練
と
工
夫
と
用
具
と
の
如
何
で
あ
る
。

こ
の
分
附
を
左
木
す
る
淋
法
則
を
決
定
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
経
淋
學
の
主
填
閉
趣
た
る
も
の
で
あ
る
、
、
而
し
て
テ
ユ
ル
ゴ
オ
、
ス
テ
ユ
ァ
ァ
ト
、
ス
、
、
、



ス
・
セ
一
・
シ
ス
モ
ソ
ヂ
そ
の
他
の
著
作
に
よ
っ
て
、
こ
の
學
問
は
大
に
拳
し
た
げ
れ
ど
も
、
な
ほ
且
っ
地
代
利
潤
及
び
賃
銀
の
自
然
的
行
程
に
關

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

し
て
彼
等
が
吾
乏
警
る
と
こ
ろ
は
・
甚
だ
雄
す
る
に
足
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
一
と
芒
分
配
理
論
定
つ
て
経
済
学
の
主
嚢
題
と
し
た
。

か
く
し
て
Ｄ
．
リ
カ
ァ
ド
オ
に
青
て
は
経
済
学
の
主
莞
る
任
務
は
土
地
の
生
産
物
が
地
代
、
利
潤
、
纂
と
い
う
形
態
に
お
い
て
、
そ
の
成
立
に
参
与

し
た
と
こ
ろ
の
地
主
・
資
本
家
・
労
働
者
の
三
階
級
に
分
配
苫
れ
る
法
則
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
こ
の
分
配
理
論
は
「
合
原
理
の
作
用
が

あ
る
か
ら
・
篇
者
の
賃
銀
は
・
久
し
き
に
亙
っ
て
は
、
そ
の
生
活
の
慣
習
的
必
要
額
を
超
過
す
る
こ
と
が
な
い
。
若
し
超
過
す
れ
ぱ
、
衛
者
の
生

活
が
安
榮
と
な
っ
て
・
合
奮
加
し
・
篇
供
給
の
槽
加
に
よ
っ
て
賃
穫
引
下
げ
ら
れ
る
。
さ
て
土
地
の
牧
穫
が
永
績
的
に
こ
の
賃
銀
を
超
過
す

れ
ぱ
・
芝
賃
銀
以
外
の
所
得
が
実
そ
れ
が
資
本
家
の
利
潤
で
あ
る
。
從
っ
て
利
潤
は
、
鴬
然
土
地
豊
度
の
一
。
同
い
と
こ
ろ
で
一
日
同
い
の
を
常
と
す
る
。

農
業
に
投
下
苫
れ
た
資
本
額
と
此
の
利
潤
額
と
の
比
例
が
、
利
潤
率
を
定
め
る
。
若
し
為
工
業
利
潤
率
が
こ
れ
と
衰
し
淳
れ
ぱ
、
農
業
と
商

工
業
と
の
問
に
∴
い
高
さ
利
潤
を
求
め
る
資
本
の
流
動
が
行
は
れ
て
、
利
潤
率
の
干
均
養
現
さ
れ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
さ
て
利
潤
の
簿
を
目

的
に
資
本
の
藩
は
行
は
れ
る
・
栗
が
蓄
積
苫
れ
れ
ぱ
、
篇
に
等
る
褒
嬉
加
す
る
。
賃
銀
は
騰
貴
す
る
。
賃
銀
が
篇
者
の
讐
的
生

活
必
餐
以
走
騰
貴
す
れ
ぱ
・
前
記
の
約
束
に
よ
っ
て
、
人
口
が
携
去
。
從
っ
て
穀
物
生
産
額
の
携
を
塞
と
す
る
。
併
し
牧
穫
籍
硫

が
あ
る
爲
め
・
資
本
は
之
を
新
な
る
未
耕
の
土
地
に
投
下
し
て
も
、
或
窪
耕
の
土
地
量
ね
て
投
下
し
て
も
、
そ
の
牧
穫
濠
則
初
の
も
の
に
及
ば
な

い
差
っ
て
其
か
嘉
働
者
の
生
活
必
姦
を
榛
し
た
輸
は
減
少
す
る
。
竪
利
澗
の
減
少
、
利
潤
率
下
落
で
あ
る
。
匿
嚢
問
に
利
潤
率
の

牛
均
が
あ
る
も
の
と
す
れ
ぱ
・
同
じ
農
養
本
問
に
は
無
論
利
潤
率
皐
均
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
然
る
時
は
、
鴬
初
の
第
一
の
土
地
薙
か
ら
、
貨
銀

及
び
こ
の
低
下
せ
る
新
利
潤
率
に
よ
る
利
潤
を
控
除
し
た
跡
に
は
、
理
騎
義
ら
な
け
れ
ぱ
雀
ぬ
。
そ
れ
が
地
代
で
あ
る
。
芝
人
。
が
猟

す
る
三
に
土
地
耕
作
姦
差
く
て
は
雀
ぬ
。
土
地
縫
は
簸
す
る
。
利
潤
率
は
減
少
す
る
。
蕉
利
潤
率
と
新
利
潤
率
と
の
差
だ
け
、
匿
耕

作
せ
ら
れ
て
い
た
土
地
の
地
代
が
騰
貴
す
る
。
人
口
が
愈
・
筑
す
れ
ぱ
、
利
潤
惹
愈
六
下
降
し
、
地
代
窪
次
騰
貴
す
る
、
雀
蕊
す
べ
か
ら

ざ
る
蟻
鵯
害
の
衝
突
が
あ
る
、
而
し
て
期
－
利
禦
減
少
し
て
地
代
藁
只
す
る
の
は
、
抑
為
に
よ
っ
て
然
る
も
ぺ
あ
る
か
。
他
で
も
な
い
。

土
地
の
止
陸
力
が
・
人
口
の
緩
に
擬
せ
ん
と
す
る
暢
斥
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
馴
盲
然
の
馨
の
墾
で
あ
る
。
一
と
概
説
苫
れ
て
い

　
　
　
　
Ａ
．
ス
ミ
ス
Ｄ
．
リ
カ
ア
ド
オ
Ｊ
．
・
・
－
ル
に
お
け
る
租
轟
論
の
矯
一
謡
一
　
　
　
九
一
一
四
こ
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一
〇
（
一
四
二
）

る
が
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
が
主
と
し
て
国
富
の
性
質
と
原
因
を
論
じ
、
労
働
の
生
産
力
の
増
進
を
論
じ
て
い
る
に
対
し
て
、
Ｄ
・
リ
カ
ァ
ド
オ
ぱ
生
産
論
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

り
も
分
配
論
に
重
き
を
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
、
Ｄ
・
リ
カ
ア
ド
オ
は
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
典
型
的
な
る
形
態
を
農
業
資
本
主
義
的

経
済
関
係
に
も
と
め
、
地
代
理
論
を
中
核
と
し
て
そ
の
分
配
理
論
が
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
Ｄ
・
リ
カ
ァ
ド
ォ
は
Ａ
・
ス
ミ
ス
の
伝
統
｝
」
従
い
、
資
本
主
義
経
済
杜
会
を
考
察
す
る
に
当
っ
て
、
そ
の
杜
会
の
構
成
員
が
各
個
に
そ
の
利
己
心
に

よ
っ
て
活
動
し
、
そ
れ
が
自
由
に
放
任
さ
れ
る
こ
と
、
即
ち
各
個
人
の
経
済
的
利
己
心
と
自
由
競
争
の
支
配
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
従
っ

て
分
配
理
論
に
お
い
て
も
資
本
と
蓄
積
、
利
潤
の
追
求
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
が
、
斯
く
の
如
き
Ｄ
・
リ
ヵ
ア
ド
ォ
に
お
け
る
経
済
的
自
山
主
義
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

い
て
は
、
Ｊ
・
ベ
ソ
タ
ム
の
功
利
主
義
的
哲
学
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
従
っ
て
Ｄ
・
リ
カ
ァ
ド
オ
に
お
い
て
は
経
済
現
象
の
解
明

に
お
い
て
、
又
そ
の
経
済
学
に
お
い
て
Ａ
・
ス
ミ
ス
と
異
な
り
形
而
上
学
的
叉
は
神
学
的
要
素
を
排
除
し
て
い
る
。
Ｄ
・
リ
カ
ァ
ド
オ
は
自
然
主
義
的
・

白
由
主
義
的
傾
向
に
あ
り
な
が
ら
Ｆ
・
ヶ
ネ
ー
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
に
お
げ
る
白
然
的
概
念
規
定
、
神
教
的
概
念
規
定
、
白
然
主
義
的
概
念
規
定
に
よ
る
理

想
主
義
的
経
済
杜
会
の
実
現
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
は
異
な
り
経
験
主
義
的
で
あ
り
、
尚
非
歴
史
的
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
資
本
主
義
杜
会
の
分
析
に
際

し
て
も
理
想
主
義
的
杜
会
の
実
現
に
対
す
る
研
究
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
客
観
的
現
実
の
な
か
に
お
げ
る
必
然
的
法
則
の
発
見
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
従
っ
て
現
実
と
遊
離
し
た
る
観
念
的
論
議
を
さ
け
客
観
性
を
有
す
る
論
議
で
あ
り
そ
の
法
則
を
樹
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
そ
の
論

議
の
魅
力
を
も
ち
常
に
具
体
性
を
有
し
政
策
的
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｄ
・
リ
カ
ア
ド
オ
の
方
法
は
一
時
的
偶
発
的
事
情
の
解
明
と
い
う
こ

と
よ
り
は
恒
久
的
事
象
の
観
察
に
於
て
現
実
性
を
有
す
る
法
則
の
抽
象
で
あ
り
、
経
済
学
に
お
げ
る
科
学
性
の
根
拠
を
ぱ
客
観
性
を
有
す
る
各
個
人
の

利
益
に
よ
っ
て
白
然
的
、
必
然
的
匁
る
運
動
彩
態
に
あ
る
こ
と
を
認
め
、
特
殊
な
る
個
人
の
思
姿
的
活
動
型
態
の
全
体
性
を
否
定
し
、
側
発
的
事
象
、

意
識
的
に
発
生
す
る
班
象
は
排
斥
し
之
を
捨
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
Ｄ
・
リ
ヵ
ド
ォ
に
あ
り
て
は
恒
久
的
事
象
、
確
定
的
事
象
の
観

察
の
な
か
に
お
い
て
臼
然
的
、
必
然
的
な
る
も
の
と
し
て
そ
の
分
阻
理
論
が
必
然
的
に
展
開
せ
ら
れ
、
そ
の
な
か
か
ら
利
潤
低
下
に
関
す
る
法
則
が
導

き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
。
尚
又
そ
の
一
適
用
と
し
て
租
税
理
論
が
樹
立
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
経
済
政
策
理
論
が
敷
術
せ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ

る
。
と
に
か
く
Ｄ
・
リ
ヵ
ア
ド
ォ
に
よ
っ
て
拙
出
せ
ら
れ
る
法
則
は
、
す
べ
て
そ
の
理
論
の
履
閉
に
お
い
て
体
系
を
欠
く
点
が
認
め
ら
れ
る
も
、
そ
こ



に
は
具
体
的
な
る
実
践
的
政
策
と
し
て
の
性
格
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
Ｄ
一
リ
ヵ
ア
ド
ォ
は
斯
く
の
如
き
分
配
理
論
の
一
適
川
と
し
て
租
税
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
結
局
に
お
い
て
因
民

に
お
け
る
租
税
の
負
担
関
係
の
間
題
は
分
配
に
お
け
る
一
面
で
あ
り
、
従
つ
て
又
経
済
学
の
中
核
を
な
す
分
配
双
論
の
一
面
を
な
す

も
の
で
あ
り
、
分
配
原
理
の
な
か
に
お
い
て
考
察
さ
る
べ
き
も
の
と
考
へ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
Ｄ
一
リ
ヵ
ア
ド
ォ
に
あ
り
て
は
、
そ
の
主
著
「
経
済
学
及
び
課
税
の
原
埋
」
の
第
八
章
に
お
い
て
租
税
の
一
般
的
、
総
括
的
説

明
を
な
し
、
続
い
て
第
九
章
以
下
第
十
八
章
ま
で
に
お
い
て
租
税
を
分
類
し
て
四
「
原
生
産
物
に
対
す
る
租
税
」
（
、
、
、
。
・
。
。
、
、
、
≠

軍
。
３
８
）
・
四
「
地
代
に
対
す
る
租
税
」
（
９
曽
昌
屋
津
）
、
ゆ
「
十
分
一
税
」
、
ゆ
「
地
租
」
（
一
、
箏
｛
．
汁
、
、
）
、
伺
「
金
に
対
す
る
租

税
一
一
一
萎
三
・
一
ｅ
、
ゆ
「
竃
税
一
、
Ｃ
つ
「
利
潤
に
対
す
る
租
税
一
、
ゆ
「
貸
銀
に
対
す
る
租
税
一
、
ゆ
「
原
生
産
物
以
外
の
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

品
に
対
す
る
租
税
」
、
¢
¢
「
救
貧
税
」
（
害
・
・
轟
邑
と
な
し
、
之
を
詳
細
に
論
述
し
て
い
る
。

　
Ｄ
一
リ
ヵ
ア
ド
ォ
は
租
税
を
定
義
し
て
「
租
税
は
一
國
の
土
地
及
び
跨
働
の
生
産
物
に
し
て
政
府
の
塵
分
に
委
せ
ら
れ
た
る
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

分
で
あ
つ
て
、
常
に
究
極
そ
の
國
の
資
本
か
牧
入
か
の
何
れ
か
よ
り
支
沸
は
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
な
し
、
租
税
の
法
学
的
研
究
、

政
治
的
研
究
を
斥
け
、
資
本
主
義
杜
会
に
お
け
る
客
観
的
現
実
の
な
か
に
お
い
て
経
済
現
象
の
因
果
閑
係
を
探
求
し
、
、
（
こ
に
資
本

主
褒
的
塊
実
と
そ
の
内
部
に
お
け
る
経
駄
的
諾
法
則
の
抽
象
に
努
め
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
立
場
を
Ａ
．
ス
、
、
、
ス
と
同
じ
く
す

る
も
の
と
い
へ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
論
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
ソ
し
に
す
べ
て
の
租
税
の
源
泉

は
資
本
と
収
入
の
い
ず
れ
か
に
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
　
「
若
し
課
税
が
な
か
つ
た
ら
、
こ
の
資
本
の
槽
加
は
更
に
逢
に
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

き
か
つ
た
筈
で
あ
る
こ
と
が
確
賞
で
あ
る
。
仙
も
租
税
に
し
て
蓄
検
の
力
を
減
殺
す
る
傾
き
の
な
い
と
い
ふ
も
の
は
な
い
。
」
と
論

じ
て
資
本
の
蓄
秩
を
妨
げ
る
が
如
き
租
税
を
排
斥
し
た
の
で
あ
る
。
ン
、
う
し
て
「
一
園
の
生
産
物
は
皆
な
消
費
さ
れ
る
の
で
あ
る
こ

　
　
　
Ａ
・
ス
ミ
ス
Ｄ
・
リ
カ
ァ
ド
オ
Ｊ
・
ｓ
・
ミ
ル
に
お
け
る
租
税
理
論
の
映
閉
（
笈
浦
）
　
　
　
　
　
　
一
一
　
（
一
四
三
）
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一
二
　
（
一
四
四
）

と
は
、
現
解
し
て
耐
か
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。
併
し
乍
ら
、
そ
れ
が
再
生
産
を
行
ふ
者
に
よ
つ
て
消
費
さ
れ
る
と
、
更
に
債
値
を
再
生
産
せ

ぬ
も
の
に
よ
つ
て
消
費
さ
れ
る
と
で
は
、
想
像
し
得
る
限
り
の
最
大
の
差
異
が
あ
る
。
牧
入
が
貯
蓄
せ
ら
れ
て
資
本
に
加
へ
ら
れ
た

と
吾
六
が
い
ふ
場
合
、
吾
六
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
資
本
に
加
へ
ら
れ
た
と
い
は
れ
る
牧
入
の
部
分
は
、
不
生
産
的
鎗
働
者
の
代

り
に
生
産
的
袴
働
者
に
よ
つ
て
消
費
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
資
本
は
不
消
費
に
よ
つ
て
槽
加
す
る
と
忠
ふ
よ
り
甚
し
き
誤
謬

は
な
に
若
し
螢
働
の
償
格
が
騰
貴
し
た
爲
め
に
、
資
本
の
墳
加
あ
る
に
拘
ら
ず
、
跨
働
の
雇
傭
は
墳
し
得
な
い
と
す
れ
ば
、
私
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
１
）

斯
る
資
本
の
墳
加
は
依
然
と
し
て
不
生
産
的
に
消
費
さ
れ
る
で
あ
ら
う
と
言
は
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
な
し
「
一
國
の
年
生

産
物
が
そ
の
年
六
の
消
費
を
償
う
て
剰
り
あ
る
と
き
は
、
そ
の
資
本
を
槽
す
と
謂
は
れ
、
ン
、
の
年
六
の
消
費
が
少
な
く
も
そ
の
年
六

の
生
産
に
よ
っ
て
償
は
れ
ざ
る
と
き
は
、
そ
の
資
本
を
減
少
せ
し
め
る
と
謂
は
れ
る
。
故
に
資
本
は
、
生
産
の
増
加
か
、
或
は
不
生

産
的
消
費
の
減
退
か
に
よ
つ
て
、
墳
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
政
府
の
消
費
が
そ
の
租
税
の
墳
徴
に
よ
つ
て
槽
加
す
る
場
合
、
若
し

人
民
に
し
て
之
に
麿
ず
る
に
、
生
産
の
培
加
か
、
消
費
の
減
退
か
を
以
て
す
る
な
ら
ば
、
租
税
は
牧
入
の
上
に
落
ち
て
、
國
の
資
本

は
損
は
れ
ず
に
残
る
で
あ
ら
う
。
併
し
乍
ら
、
若
し
も
人
民
の
側
に
於
て
、
生
産
の
撤
加
も
不
生
産
的
消
班
ｏ
減
少
も
な
い
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

租
税
は
必
然
筑
木
の
上
に
落
ち
る
で
あ
ら
う
。
印
ち
生
産
的
消
致
に
充
て
ら
れ
た
基
本
を
拐
、
う
で
あ
ら
う
。
」
と
論
じ
て
い
る
。
即

ち
生
産
規
模
に
お
い
て
も
消
費
閥
係
に
あ
り
て
も
従
来
の
規
模
と
変
化
の
な
い
と
き
は
因
宋
俗
要
の
蛸
大
は
資
本
に
よ
っ
て
魚
担
せ

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
又
因
家
、
需
要
の
蛸
大
が
生
膝
規
模
の
蛸
加
、
或
は
国
民
消
費
の
節
約
に
よ
っ
て
魚
担
せ
ら
れ
、
幻
と
す
れ
ば
収

入
に
よ
っ
て
そ
れ
が
魚
担
せ
ら
れ
た
る
こ
と
と
な
る
。
斯
く
し
て
「
凡
て
の
机
税
は
賓
本
か
牧
入
か
そ
の
何
れ
か
の
上
に
落
ち
た
け

れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
若
し
も
租
税
が
張
本
や
二
盈
食
す
れ
ば
、
租
税
は
ン
、
れ
に
廠
じ
て
ン
、
Ｏ
大
小
が
常
に
必
ず
ン
、
Ｏ
園
Ｏ
止
床
的
床
業
○
大

小
を
左
ホ
す
ろ
そ
Ｏ
某
本
金
を
減
少
せ
し
め
ざ
る
を
得
ぬ
。
ま
た
若
し
も
租
税
が
収
入
Ｏ
上
に
落
ち
る
な
わ
ば
、
ン
、
れ
は
必
ず
蓄
秋



を
減
退
せ
し
め
る
か
、
然
ら
ず
ん
ば
、
納
税
老
を
し
て
、
已
む
な
く
そ
の
從
来
の
必
需
品
及
び
賛
澤
品
ｏ
不
生
産
的
消
費
を
、
、
〆
、
れ
だ

け
削
減
し
て
・
租
税
金
額
を
節
約
せ
し
め
る
に
違
ひ
な
い
。
或
る
種
の
租
税
は
、
逢
に
他
の
種
○
租
税
よ
り
も
大
な
る
程
度
に
於
て
此

結
果
を
生
ず
る
で
あ
も
一
と
論
ず
る
・
墨
婁
が
増
大
し
こ
の
国
民
負
担
ダ
租
税
に
依
存
す
る
と
き
、
之
が
適
合
畠
民
経

済
に
於
け
る
生
産
の
増
加
或
は
消
費
の
減
少
に
求
め
る
と
き
は
租
税
は
収
入
に
よ
つ
て
負
担
せ
ら
れ
。
資
本
は
そ
の
負
担
を
免
れ
る

こ
と
に
な
る
・
然
し
租
税
は
生
産
を
阻
害
し
、
資
本
の
増
殖
を
妨
げ
る
作
用
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
資
本
の
蓄
稜
を
阻
害
す
る
も

の
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
租
税
は
資
本
又
は
収
入
に
よ
つ
て
負
担
せ
ら
る
る
も
の
な
る
が
、
　
「
租
税
は
必
し
も
資
本
に
賦
課

せ
ら
れ
た
る
の
故
を
以
て
資
本
に
獣
す
る
租
税
た
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
所
得
に
課
せ
ら
れ
た
る
の
故
を
以
て
所
得
に
封
す
る

租
税
た
る
も
の
で
は
島
’
即
養
本
税
と
言
或
は
所
得
税
差
る
か
に
つ
い
て
は
課
税
対
象
た
る
税
源
の
性
質
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
「
各
人
が
抱
け
る
、
そ
の
生
活
上
の
位
置
を
保
ち
、
一
度
び
到
達
し
た
其
當
の
程
度
を

維
持
せ
ん
と
す
る
欲
求
は
、
人
を
し
て
大
多
敷
の
租
税
を
、
そ
の
資
本
に
課
せ
ら
れ
た
る
と
所
得
に
課
せ
ら
れ
た
る
と
を
間
は
ず
、

之
を
所
得
か
ら
納
附
せ
し
め
る
。
故
に
課
税
が
進
み
、
若
し
く
は
政
府
が
そ
の
経
費
を
墳
す
に
從
い
、
人
民
毎
年
の
一
目
子
楽
は
、
そ
の

資
本
と
所
得
と
を
そ
れ
に
比
例
し
て
槽
加
し
得
る
に
あ
ら
ざ
る
限
り
、
必
ず
減
ぜ
ら
れ
ざ
る
を
得
ぬ
。
政
府
の
政
策
は
、
人
民
を
斯

く
せ
ん
と
す
る
の
意
向
を
助
長
し
、
不
可
避
的
に
資
本
の
上
に
落
ち
る
よ
う
な
租
税
は
決
し
て
賦
課
せ
ぬ
こ
と
に
在
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

然
ら
ず
ん
ば
、
跨
働
維
持
の
基
金
は
減
損
せ
ら
れ
、
延
い
て
そ
Ｏ
園
將
來
の
生
産
は
減
ぜ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
資
本
に
対
す

る
課
税
に
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
一
國
の
資
本
の
減
少
に
比
例
し
て
、
そ
の
生
産
額
は
必
然
減
少
す
る
で
あ
ら
う
。
ま
た
、
イ
、
れ
故

に
・
若
し
も
人
民
と
政
府
と
の
側
に
於
け
る
附
じ
不
生
産
的
消
費
が
綾
け
ら
れ
て
、
年
六
〇
再
生
陸
は
絶
え
ず
減
少
し
て
行
く
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
比
）

ば
・
人
民
及
び
國
家
の
資
源
は
、
盆
六
大
な
る
速
度
を
以
て
潤
れ
行
き
、
そ
の
結
果
は
困
窮
と
破
滅
と
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
」
と
論

　
　
　
　
Ａ
一
ス
ミ
ス
Ｄ
一
リ
カ
ア
ド
オ
Ｊ
一
ｓ
・
ミ
ル
に
お
け
る
租
税
理
論
の
展
開
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
　
二
二
（
一
四
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
二
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
（
一
四
六
）

ず
る
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
Ｄ
・
リ
ヵ
ア
ド
ォ
に
あ
り
て
は
因
家
杜
会
の
実
質
的
な
る
活
動
型
態
と
し
て
の
国
民
経
済
と
の
関
聯

の
も
と
に
そ
の
所
論
を
進
め
て
お
り
、
す
べ
て
租
税
の
源
泉
は
国
民
の
資
本
或
は
所
得
の
い
ず
れ
か
に
帰
す
る
も
の
な
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
、
従
っ
て
そ
れ
は
必
然
的
に
土
地
及
び
労
働
に
よ
っ
て
生
産
し
た
る
と
こ
ろ
の
富
の
一
部
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

租
税
が
因
民
経
済
に
お
い
て
如
何
な
る
も
の
に
よ
っ
て
負
担
せ
ら
れ
る
か
が
間
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
資
本
に
対
し
て
租
税
が

課
せ
ら
れ
る
か
ら
常
に
資
本
税
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
又
同
じ
く
所
得
に
対
し
て
課
税
せ
ら
れ
る
か
ら
所
得
税
と
い
う
の
で
は
な

く
、
租
税
の
源
泉
が
資
本
に
存
す
る
か
、
又
は
所
得
に
存
す
る
か
と
い
う
こ
と
、
即
ち
租
税
が
資
本
に
よ
っ
て
負
担
せ
ら
れ
か
、
又

は
所
得
に
よ
っ
て
負
担
せ
ら
れ
る
か
が
間
題
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
へ
、
少
く
と
も
租
税
に
し
て
蓄
積
を
減
少
せ
し
む
る
傾

向
を
有
し
な
い
も
の
は
な
い
と
な
し
、
資
本
の
蓄
穣
を
妨
げ
る
が
如
き
租
税
を
排
斥
し
、
又
国
民
経
済
に
お
い
て
租
税
が
如
何
な
る

影
響
を
有
す
る
か
を
考
察
し
て
「
課
税
の
大
な
る
害
悪
は
、
課
税
目
的
物
の
選
澤
よ
り
も
、
寧
ろ
全
髄
と
し
て
の
そ
の
影
響
の
縄
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

に
見
出
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
と
統
論
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
締
済
学
及
び
課
税
の
原
理
」
に
お
い
て
各
個
別
の
租
税
に
っ
い
て
は
大
凡
次
の
如
ぎ
も
の
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
１
　
地
代
に
対
す
る
租
税

　
　
２
　
利
潤
に
対
す
る
租
税

　
　
　
労
働
賃
銚
に
対
す
る
租
税

　
　
４
　
遺
一
、
Ｈ
状
検
証
の
税

　
　
５
　
逝
脈
梢
続
税

　
　
　
遺
贈
税

　
　
７
　
印
紙
税



）８（）９（ｏｑカ¢今０３Ｇ４０５¢
１２１２

登
記
税

金
に
対
す
る
租
税
（
鉱
山
税
、

家
屋
税

　
建
物
賃
料

　
敷
地
地
代

十
分
の
一
税
．

地
租

原
生
産
物
に
対
す
る
租
税

一
般
商
品
に
対
す
る
租
税

　
必
需
品
に
対
す
る
租
税

　
賛
沢
品
に
対
す
る
租
税

救
前
税

鉱
山
収
益
税
が
含
ま
れ
る
）

●

註
（
１
）
　
堀
維
夫
「
★
典
学
派
」
増
訂
新
版
　
　
「
経
済
思
愁
史
辞
典
」
二
〇
四
頁
、
小
泉
信
三
訳
「
経
済
学
及
び
課
税
の
原
理
」
下
巻
「
解
説
」
一

　
　
八
二
頁
、
小
泉
信
三
「
リ
カ
ー
ド
ー
　
デ
ー
ヴ
ィ
ツ
ト
」
「
維
滴
學
鮮
典
」
（
大
阪
商
科
大
學
維
済
研
究
所
編
）
第
五
巻
二
六
一
〇
頁
、
尚
ロ
ー
ゼ

　
　
ソ
ベ
ル
グ
の
説
明
に
は
興
味
を
ひ
か
れ
る
も
の
が
あ
る
。
広
島
定
吉
・
橘
本
弘
毅
訳
　
ロ
ー
ゼ
ソ
ベ
ル
グ
・
ブ
リ
ュ
ー
ミ
ソ
共
著
　
　
「
維
満
學

　
　
史
」
上
巻
　
二
二
二
頁

（
２
）
冒
ま
２
８
ａ
９
宇
・
串
一
目
喜
一
８
・
｛
勺
・
量
邑
厚
・
８
冒
＜
彗
｛
冒
・
筆
昌
二
・
。
崇
Ｎ
己
・
｛
．
Ｈ
・
。
雪
・
。
・
・
一
．
§
Ｈ
・

　
　
（
ｏ
；
弓
Ｈ
．
。
・
＆
．
－
ｏ
。
胃
）
邦
択
に
は
堀
経
夫
課
「
経
済
原
諭
」
　
（
大
正
十
年
抄
課
、
昭
和
三
年
　
企
課
）
、
小
泉
い
一
．
．
評
「
維
滴
學
及
秋
脱
之
原

　
　
　
　
、
閉
和
三
年
）
川
石
波
文
庫
、
小
泉
信
三
課
「
維
締
及
租
税
映
繍
」
　
へ
閉
和
五
年
）
経
済
學
★
典
叢
篶
、
吉
円
秀
夫
淋
「
純
、
篶
浮
及
ピ
泳
税

　
　
の
諦
映
〃
」
　
（
閉
和
二
十
三
年
）
等
が
あ
る
。
　
こ
こ
に
原
著
は
ヨ
；
己
○
、
。
。
勺
Ｃ
一
三
９
一
■
８
；
一
一
々
俸
↓
貫
註
一
；
≠
三
一
一
ご
二
＝
叶
；
二
弓
－

　
　
Ａ
．
ス
、
、
、
ス
Ｄ
．
リ
カ
ァ
ド
オ
Ｊ
・
ｓ
・
ミ
ル
に
お
け
る
租
税
珊
論
の
展
開
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
　
一
五
（
一
四
七
）



　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
二
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
　
（
一
四
八
）

；
；
二
．
≠
竃
妻
昌
一
員
・
く
｛
§
、
。
。
睾
胃
二
書
・
；
二
ご
一
。
。
竈
；
耳
。
。
に
吉
、
禁
尖
信
三
沢
改
訂
「
舞

学
及
び
課
税
の
墨
一
上
巻
下
巻
一
昭
和
二
十
七
年
一
岩
波
文
庫
に
し
た
が
う
。
従
つ
て
本
稿
に
お
げ
ろ
引
用
の
頁
数
は
い
ず
れ
も
同
書

　
に
よ
る
。
　
同
書
は
主
と
し
て
分
配
論
と
価
値
論
よ
り
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
お
る
。

一
３
一
Ｐ
冒
胃
ら
二
＝
・
・
一
喜
一
警
；
・
；
・
竃
・
昌
・
暑
彗
；
嚢
ま
｛
・
・
一
一
小
泉
信
三
訳
改
訂
「
経
済
学
及
び
課
税
の

　
原
理
」
上
巻
　
二
一
二
頁
－
二
二
二
頁

一
４
一
Ｐ
琴
き
－
姜
二
．
二
序
文
一
小
泉
信
三
訳
同
書
九
頁
、
竃
長
念
．
横
山
正
彦
著
「
経
済
学
史
一
二
五
頁
及
び
口
、

　
ゼ
ソ
ベ
ル
グ
前
掲
邦
訳
書
　
上
巻
　
二
二
三
頁

一
５
一
尖
信
三
訳
同
書
下
巻
「
解
説
一
一
八
八
頁
－
一
八
九
頁
、
前
掲
「
経
婁
離
典
一
第
五
巻
二
六
二
頁

一
６
一
・
．
ス
ミ
ス
と
Ｄ
・
リ
カ
ァ
ド
オ
と
の
研
究
態
度
は
「
産
業
革
命
前
夜
に
お
げ
る
著
作
家
と
そ
の
震
の
渦
中
の
著
作
家
、
而
嘉
業
革

命
壷
に
物
的
富
の
層
大
の
み
を
走
ら
す
の
み
で
な
く
、
矛
盾
せ
る
分
鵠
係
を
束
み
出
し
、
決
し
て
か
の
榊
的
姦
定
調
和
の
状
態
の

　
ご
と
き
實
現
を
期
し
難
い
こ
と
を
諦
観
し
た
著
作
家
と
の
差
異
で
あ
る
。
マ
ル
サ
ス
も
ま
た
ス
、
、
、
ス
と
同
じ
く
産
業
革
命
中
の
著
作
家
で
あ
り
、

　
リ
カ
ァ
ド
ォ
と
同
じ
く
経
済
學
の
主
要
テ
ー
マ
を
分
配
間
題
に
求
め
て
ゐ
た
が
、
而
も
リ
カ
ア
ド
ォ
と
プ
ル
サ
ス
と
は
、
同
じ
く
分
配
問
魍
を

欝
學
の
ポ
要
な
腎
だ
と
期
せ
ず
し
て
考
へ
て
居
り
乍
ら
、
彼
等
の
こ
の
間
題
婁
す
る
態
匿
は
根
本
的
な
差
崇
み
ら
れ
た
。
ス
、
、
、
ス

に
お
い
て
は
・
分
配
論
は
た
だ
扇
婁
柵
』
第
一
編
の
驚
論
の
中
に
そ
の
一
形
態
と
し
て
叙
誓
れ
て
居
る
だ
け
で
、
印
ち
驚
の
幾
部

分
と
し
て
の
地
代
・
利
潤
・
纂
が
叙
述
さ
れ
て
ゐ
る
だ
げ
で
、
本
來
の
意
味
に
お
け
る
分
鵠
魑
婁
辰
開
せ
ら
れ
ず
し
て
終
っ
て
居
る

に
島
は
ら
ず
・
窪
器
に
ょ
る
階
級
の
近
代
的
文
化
は
、
い
よ
い
よ
各
階
級
の
簿
的
利
害
の
内
在
的
な
相
互
鵠
、
と
り
わ
げ
地
代
と

利
潤
と
賃
銀
と
の
・
こ
の
近
代
的
な
代
嵩
所
得
の
梢
互
の
潔
を
、
分
析
規
定
す
る
こ
と
は
差
し
遁
ま
っ
た
必
葦
で
莞
と
思
は
れ
た
。

リ
カ
ァ
ド
ォ
が
分
配
諭
を
「
政
治
簿
學
一
の
主
要
議
だ
と
規
定
し
た
の
は
こ
の
た
め
で
お
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
八
一
円
年
よ
り
一
傘
へ

か
け
て
の
…
…
穀
物
條
例
を
め
ぐ
る
争
い
は
、
い
よ
い
よ
分
鵠
題
に
封
す
る
正
し
い
認
と
理
論
を
必
莞
も
の
と
し
た
し
、
差
、
人
口

の
筑
に
件
ふ
地
代
の
増
加
傾
向
は
・
産
誰
會
の
将
來
に
封
し
て
薫
の
繕
と
い
ふ
や
う
な
形
で
暗
い
筆
、
投
げ
か
け
る
の
一
一
、
は
な
い
か

　
と
い
ふ
リ
カ
ァ
ド
ォ
の
杷
憂
は
・
彼
を
し
て
維
滴
學
を
分
配
機
彬
の
解
剖
を
〔
舳
と
す
、
勺
學
閉
と
し
て
叙
池
せ
し
め
、
句
こ
と
に
工
ぺ
っ
た
の
で
あ

る
ご
一
大
河
内
一
叢
「
欝
忠
螢
一
一
一
二
●
干
二
二
亘
無
装
荒
．
陪
止
姿
「
祭
学
史
一
二
七
れ
、
樽
敏
讐

　
「
鷲
忠
鎧
一
二
三
嵩
・
・
－
カ
ア
ド
オ
の
価
蟻
論
、
地
代
諾
、
慕
燃
、
利
雛
人
洲
、
”
一
、
の
他
享
川
に
つ
い
て
篇
の
研

，
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究
に
は
次
の
如
ぎ
著
書
、
課
書
が
あ
る
。

　
　
森
耕
二
郎
著
「
リ
カ
ァ
ド
便
値
論
の
研
究
」
（
大
正
十
五
年
）
、
堀
経
夫
著
「
リ
カ
ァ
ド
ウ
の
慣
値
論
及
び
そ
の
批
判
史
」
（
昭
和
二
十
四
年
し

　
井
手
文
雄
著
「
リ
カ
ア
ド
ウ
公
債
論
「
（
昭
和
二
十
三
年
）
　
三
田
村
一
郎
、
そ
の
他
著
「
リ
カ
ア
ド
ウ
軍
事
公
債
論
」
　
（
昭
和
十
二
年
）

　
井
上
次
郎
著
「
リ
カ
ア
ド
ウ
の
貿
易
論
（
昭
和
二
十
五
年
）
　
小
泉
信
三
著
「
リ
カ
ア
ド
オ
研
究
」
（
昭
和
四
年
）
　
堀
経
夫
「
リ
カ
ア
ド
ウ
」

　
（
昭
和
十
年
）
　
山
下
英
夫
課
Ｊ
・
Ｈ
・
ホ
ラ
ソ
ダ
ー
「
リ
カ
ー
ド
ウ
研
究
」
（
昭
和
十
六
年
）
、
阿
部
勇
・
高
橋
正
雄
課
ア
モ
ソ
　
リ
カ

　
ア
ド
ー
そ
の
学
説
と
批
判
１
（
昭
和
三
年
）
　
堀
経
夫
著
「
リ
カ
ァ
ド
ウ
小
俸
及
び
學
設
」
（
昭
和
十
八
年
）
　
鈴
木
鴻
一
郎
課
　
ベ
イ
リ
氏

　
リ
カ
ア
ド
債
値
論
の
批
判
（
昭
和
十
六
、
十
七
年
）
　
王
野
井
芳
郎
著
「
リ
カ
ア
ド
オ
か
ら
マ
ル
ク
ス
ヘ
」
（
昭
和
二
十
九
年
）
、
小
畑
茂
夫
課

　
「
リ
カ
ァ
ド
オ
　
貨
幣
銀
行
論
集
」
　
（
昭
和
六
年
）
、
杉
田
欣
一
課
「
マ
ル
ク
ス
　
リ
カ
ァ
ド
批
判
」
（
昭
和
二
年
）
鷲
野
隼
太
郎
課
「
デ
ィ
ー

　
ル
　
リ
カ
ル
ド
経
済
学
」

（
７
）
　
ジ
ェ
レ
、
、
、
イ
．
ベ
ソ
サ
ム
盲
５
昌
ｋ
団
彗
ま
ｐ
旨
Ｈ
冒
ｏ
。
』
・
。
ｏ
．
Ｎ
は
人
問
性
に
関
す
る
快
楽
説
と
倫
理
学
上
の
功
利
主
義
と
に
基
い
て
経

　
済
的
自
由
主
義
の
基
礎
づ
げ
を
行
っ
て
い
る
。
　
「
ベ
ソ
サ
ム
の
考
へ
る
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
、
人
間
は
、
快
樂
と
苦
痛
と
を
感
ず
る
こ
と
の
出
來

　
る
一
つ
の
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、
其
の
如
何
な
る
行
動
に
於
て
も
、
或
る
黙
ま
で
は
利
己
心
の
様
々
な
簗
形
物
、
及
び
普
通
に
利
己
的
と
認
め

　
ら
れ
て
ゐ
る
感
情
に
依
っ
て
支
配
せ
ら
れ
、
ま
た
或
る
離
ま
で
は
他
の
存
在
に
掛
す
る
同
情
ま
た
は
時
に
反
感
に
依
っ
て
支
配
せ
ら
れ
て
ゐ
る
、

　
一
っ
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
而
し
て
人
間
性
に
關
す
る
ベ
ソ
サ
ム
の
概
念
は
、
こ
れ
以
上
に
は
出
て
ゐ
な
い
。
彼
は
宗
教
を
除
外
し
て
は
居
な
い
。

　
印
ち
、
榊
の
報
償
と
刑
罪
と
に
封
す
る
期
待
を
「
利
己
的
關
心
」
（
。
。
ｏ
甲
冨
ｏ
ｑ
彗
２
轟
｛
ま
胃
ｏ
。
。
汁
）
の
項
目
の
下
に
包
括
し
、
敬
度
の
感
情
を
紳

　
に
封
す
る
同
情
の
項
目
の
下
に
包
括
し
て
ゐ
る
。
併
し
乍
ら
、
此
の
世
に
封
し
て
も
未
來
の
世
に
封
し
て
も
、
人
の
行
爲
を
促
し
又
は
抑
制
す

　
る
原
理
と
し
て
彼
の
認
め
た
も
の
の
几
て
は
、
利
己
主
義
で
あ
る
か
或
は
他
の
生
物
に
封
す
る
愛
慣
で
あ
る
。
彼
が
此
の
間
題
に
就
い
て
抱
い

　
て
ゐ
た
思
想
を
明
確
に
把
握
す
る
爲
め
に
は
、
彼
の
著
作
全
髄
を
通
讃
し
て
護
擦
を
掘
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
ふ
面
倒
が
あ
る
課
で
は
な

　
い
。
彼
は
賞
讃
的
非
難
的
及
び
中
性
的
な
各
種
の
名
稻
を
用
ひ
て
、
　
「
行
爲
の
動
機
の
表
」
（
↓
訂
弓
争
５
０
｛
○
Ｏ
勺
ユ
轟
。
・
Ｏ
｛
ト
Ｏ
饒
９
）
、
卯

　
ち
、
人
問
の
動
機
に
關
す
る
一
っ
の
明
白
な
列
撃
分
類
表
を
作
成
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
此
の
表
は
、
彼
の
著
作
集
の
第
一
巻
の
中
に
褒
見
し
得

　
る
の
で
あ
る
が
、
我
六
は
彼
の
哲
學
を
理
解
し
よ
う
と
欲
す
る
人
六
に
封
し
て
は
之
の
研
究
を
薦
め
る
も
の
で
あ
る
、
ベ
ソ
サ
ム
は
、
人
問
が

　
精
榊
的
完
成
を
一
つ
の
目
標
と
し
て
追
求
し
得
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
少
し
も
認
め
て
ゐ
な
い
。
印
ち
、
己
れ
自
ら
の
内
的
意
識
か
ら
湧
く
と

　
こ
ろ
の
善
を
希
望
し
或
は
悪
を
恐
怖
す
る
心
の
み
に
動
か
さ
れ
て
、
己
れ
白
ら
の
性
格
が
己
れ
の
立
て
た
卓
越
の
標
準
に
一
致
せ
ん
こ
と
を
、
唯

Ａ
・
ス
ミ
ス
Ｄ

．
リ
ヵ
ア
ド
ォ
Ｊ
・
ｓ
・
、
ミ
ル
に
お
け
る
租
税
理
論
の
展
開
（
箕
浦
）

一
七
　
（
一
四
九
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
　
（
一
五
〇
）

立
命
館
経
済
学
（
第
十
二
巻
・
第
二
号
）

其
の
宵
警
爲
め
に
欲
求
し
得
る
存
在
で
雲
と
い
ふ
一
一
と
を
、
彼
は
少
し
嘉
め
て
婁
い
の
で
雲
。
良
心
と
い
ふ
更
に
狭
い
形
に
於

て
す
ら
・
人
問
浩
存
在
す
る
此
の
大
事
實
は
彼
の
注
意
を
惹
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
婁
と
は
異
り
要
は
人
問
に
箏
る
愛
情
と
も

異
り
ま
た
地
上
或
は
天
國
旨
す
る
利
己
題
情
と
集
く
異
る
；
の
も
の
と
し
て
、
良
心
な
る
も
の
の
存
在
し
て
ゐ
る
こ
と
に
就
い
て
、

彼
婁
作
の
何
れ
に
為
等
の
議
差
い
こ
と
は
、
實
は
此
の
上
差
く
奇
異
凄
苫
れ
る
の
で
隻
。
一
般
の
用
蒼
於
て
は
農
な

事
實
の
承
認
を
意
味
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
成
句
に
戦
し
て
は
、
共
の
如
何
な
る
も
の
を
蓋
意
に
忌
避
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
我
六
は
彼
の

行
爲
の
動
機
の
表
の
中
に
べ
「
良
心
一
一
・
妻
一
葦
一
「
主
義
一
一
勺
・
、
昌
、
勺
一
・
一
「
道
徳
的
公
正
一
一
ン
、
。
、
、
二
、
。
。
汁
、
汁
一
。
。
一
「
道
徳
的
霧
一

２
§
；
身
一
等
の
言
葉
を
琵
し
得
な
い
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
「
名
噌
鳩
す
る
愛
一
一
一
。
ソ
。
。
、
、
、
。
目
片
、
汁
、
。
目
一
の
同
義
語
の
一

つ
と
し
て
で
あ
る
五
し
最
初
の
二
つ
の
成
句
に
關
し
て
は
、
之
等
が
ま
た
時
に
宗
教
的
動
機
又
は
同
情
の
動
機
と
同
意
義
に
用
い
ら
れ
け
こ

と
が
あ
る
と
い
ふ
注
意
婁
墓
見
す
ゑ
警
自
身
乏
は
望
の
同
警
箏
る
、
い
み
∴
べ
う
呼
ば
れ
て
ゐ
る
、
遣
徳
的
是
認
又

は
非
認
の
感
情
に
就
い
て
は
・
彼
は
其
の
存
在
に
氣
附
い
て
居
な
い
や
う
軍
た
る
。
而
し
て
白
箪
の
辻
り
、
ミ
、
、
、
り
、
、
。
、
一
と
い
ふ
一
一
一
一
口
葉
も
、

ま
た
そ
の
言
葉
に
相
當
す
る
観
念
も
・
警
の
記
憶
す
る
限
り
に
於
て
は
、
彼
の
全
著
作
を
通
じ
て
唯
の
一
度
壷
れ
て
は
來
な
い
の
で
あ
る
。
一

「
志
差
彼
の
姦
し
て
ゐ
る
も
の
は
・
そ
の
一
言
葉
の
馨
憲
味
に
於
け
る
人
問
性
の
遣
徳
的
な
部
分
印
ち
完
成
の
要
求
、
或
は
、
是

認
し
又
は
非
難
す
る
良
心
の
篶
の
み
に
は
止
ら
な
い
。
彼
は
、
他
の
如
何
な
る
理
想
的
目
的
に
さ
其
れ
が
其
れ
自
警
爲
に
追
求
さ

れ
る
と
い
ふ
こ
と
を
・
人
間
性
の
有
す
る
一
っ
の
養
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
甚
だ
不
充
分
で
雲
。
廉
恥
と
個
人
的
麓
と
の
議
即

ち
・
他
人
の
寛
に
篭
ず
に
・
或
簑
れ
震
向
か
・
り
艦
し
て
働
く
こ
と
さ
一
あ
る
個
人
的
向
上
と
霧
と
の
感
情
。
驚
家
の
情
熱
で

あ
る
と
こ
ろ
の
・
ぎ
箏
る
愛
；
ら
ゆ
一
・
事
物
に
於
け
る
陰
、
一
致
、
調
和
と
、
着
ゆ
る
攻
物
の
目
的
気
す
る
薯
と
を
愛
す
る

愛
店
の
人
間
を
支
配
す
る
力
と
い
ふ
や
う
姦
い
形
の
力
で
は
な
し
に
、
抽
象
的
な
力
で
あ
り
、
我
、
の
意
志
を
轟
せ
し
め
得
る
力
で
あ

る
と
こ
ろ
の
・
そ
の
力
気
す
る
雫
畿
と
活
動
と
蟹
す
る
撃
で
菅
、
其
の
鋒
物
た
る
姦
に
封
す
る
愛
と
殆
ど
同
様
の
勢
力
を

人
走
及
ぼ
す
一
っ
の
原
理
で
あ
る
・
谷
気
す
る
愛
。
凡
そ
以
上
の
や
う
な
人
間
性
の
有
力
な
構
成
要
素
の
中
、
「
纂
の
潔
一
の

中
に
列
せ
し
む
る
に
足
る
と
彼
の
考
一
て
ゐ
る
も
の
は
唯
の
一
っ
差
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
之
篭
蓑
は
、
恐
ら
く
、
ベ
ソ
サ
ム
の
著
作

の
何
祭
の
一
隅
に
於
て
・
其
の
存
在
に
箏
柔
一
一
の
み
は
興
一
ら
れ
て
ゐ
な
い
も
の
は
撚
い
の
で
、
め
る
が
、
其
リ
水
”
一
の
上
、
一
蒜
し
て
打

立
て
ら
れ
て
い
る
結
論
は
唯
の
；
も
な
い
の
で
あ
る
。
人
閉
と
い
ふ
此
眞
嘉
笹
小
集
は
、
彼
の
ぷ
ぷ
一
｝
、
、
涼
裟
い
砦
も

の
で
あ
る
・
汰
の
肯
の
下
に
於
て
す
ら
、
彼
の
誰
は
、
そ
の
徐
の
一
附
賛
仏
”
帖
態
－
例
一
ぽ
瓜
久
す
サ
勺
こ
と
、
パ
一
享
一
勺
一
災
、
剛
ち
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心
を
汲
ん
て
呉
れ
る
支
持
者
や
讃
美
し
崇
拝
す
る
掛
象
を
必
要
と
す
る
感
情
と
い
ふ
や
う
な
も
の
　
　
に
は
及
ん
で
ゐ
な
い
。
慨
令
彼
が
、
人

　
間
性
の
有
っ
て
ゐ
る
一
履
深
刻
な
感
情
の
或
る
も
の
に
就
い
て
、
何
等
か
の
考
察
を
下
し
た
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
個
人
に
１
特
有
の

　
趣
味
と
し
て
さ
う
し
た
に
遇
ぎ
ず
、
而
も
斯
様
な
趣
味
に
閥
し
て
は
、
倫
理
學
者
は
、
立
法
者
と
同
様
に
、
其
れ
が
或
は
芯
ぎ
起
す
か
も
知
れ
な

　
い
行
爲
の
中
有
害
な
も
の
を
禁
止
す
る
こ
と
以
上
に
は
、
何
等
の
關
係
を
も
有
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
人
は
或
る
物
を
好
み
或
る

　
物
を
厭
ふ
べ
き
で
あ
る
と
命
令
し
た
り
、
或
は
、
人
は
或
る
物
を
好
み
或
る
物
を
厭
ふ
べ
ぎ
で
な
い
と
命
令
す
る
や
う
た
こ
と
は
、
政
治
的
支
附

　
者
の
場
合
に
於
げ
る
と
同
様
に
、
倫
理
學
老
の
場
合
に
於
て
も
専
制
の
行
爲
で
あ
る
と
彼
に
は
思
は
れ
た
の
で
あ
る
。
」
（
』
暮
目
○
Ｏ
～
實
汁
曽
旨
・

○
雰
艮
註
・
易
彗
＝
）
汀
・
易
。
・
一
・
易
、
・
奏
邑
一
事
一
一
易
・
暑
一
邑
－
己
｝
奉
一
一
・
一
邑
一
冨
三
ま
＆
・
事
巾
二
・
・
昌
冒
・
星
一
争
冒
。
・
プ

　
Ｐ
目
Ｐ
≠
、
易
汁
冒
｛
畠
汁
胃
貝
¢
二
〇
オ
。
・
一
く
〇
一
・
－
心
箏
ｑ
＆
二
Ｈ
Ｏ
。
富
　
邦
訳
　
塩
尻
公
閉
評
「
ベ
ソ
サ
ム
と
コ
ー
ル
リ
ッ
ヂ
」
三
二
頁
－
三
五
頁
）

　
そ
う
し
て
「
ベ
ソ
サ
ム
の
理
諭
は
、
個
人
の
行
爲
に
ー
数
し
て
は
、
廿
俗
的
な
思
慮
深
さ
と
火
面
的
な
正
直
と
襯
切
と
に
關
す
る
、
若
干
の
一
暦

　
明
白
な
指
闘
を
與
へ
る
こ
と
以
上
に
は
、
何
の
役
に
も
立
た
ぬ
で
あ
ら
う
。
」
（
邦
訳
　
同
書
　
三
七
頁
）
と
Ｊ
・
ｓ
・
、
・
・
ル
を
し
て
い
わ
し
め

　
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
ベ
ソ
サ
ム
の
主
著
は
Ｈ
ま
；
｛
膏
弐
○
箏
ま
亭
Ｏ
勺
ユ
箏
Ｏ
号
Ｈ
易
Ｏ
｛
肖
◎
量
后
彗
｛
■
◎
０
ｑ
乙
津
－
○
Ｐ
Ｈ
轟
Ｏ
「
道
徳
及
び

　
立
法
の
諾
原
理
に
関
す
る
序
諭
」
で
あ
る
が
、
ベ
ソ
サ
ム
の
哲
学
の
特
筑
は
非
歴
史
的
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
学
を
排
斥
し
経
験
的
実
証

　
的
方
法
に
よ
っ
て
い
る
。
Ｄ
・
リ
カ
ァ
ド
オ
も
こ
の
ベ
ソ
サ
ム
の
影
響
に
よ
っ
て
そ
の
経
済
理
論
か
ら
一
切
の
形
而
上
学
的
嬰
素
、
神
学
的
要

　
素
を
排
斥
し
て
い
る
。
Ｊ
・
ベ
ソ
サ
ム
の
経
済
的
白
由
主
義
は
白
然
法
の
思
想
に
根
拠
を
お
く
Ｆ
・
ケ
ネ
ー
、
理
神
論
ｏ
ｏ
庁
昌
に
楓
拠
を

　
お
く
Ａ
・
ス
ミ
ス
の
主
張
す
る
経
済
的
臼
山
主
義
と
は
そ
の
根
拠
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
Ｄ
・
リ
ヵ
ア
ド
ォ
に
あ
り
て
も
経
済
的
臼
山

　
主
義
に
…
川
り
ｎ
巾
放
任
主
義
を
主
張
す
る
も
Ｊ
・
ベ
ソ
サ
ム
に
お
け
な
矛
席
が
伏
在
す
る
と
い
わ
れ
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
の
如
ざ
ｎ
然
の
予
定
秩
序

　
と
い
う
楽
天
観
は
柞
在
し
な
い
。
Ｄ
・
リ
カ
ァ
ド
オ
の
経
済
瑛
諭
は
そ
の
分
耐
理
論
に
お
い
て
地
主
、
資
本
家
、
労
働
未
の
三
附
級
に
お
け
る

　
階
級
的
な
ろ
利
排
閑
係
の
調
和
さ
れ
ざ
る
こ
と
を
論
証
し
、
白
山
放
任
主
義
に
よ
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
も
、
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に
は
分
配

　
過
秋
に
お
け
る
囚
家
の
干
渉
の
合
理
化
、
正
当
化
を
両
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

　
明
治
初
年
に
お
け
る
我
岡
の
ベ
ソ
サ
ム
研
究
に
－
は
盗
た
る
も
の
が
み
ら
れ
、
奥
陛
宗
光
　
ベ
ソ
サ
ム
「
利
學
正
宗
」
上
下
巻
（
明
治
十
七
年
）

　
藤
…
川
四
郎
　
　
ベ
ソ
サ
ム
「
政
治
眞
諭
」
一
糸
主
樺
辮
妄
（
則
治
十
五
年
）
　
島
田
三
郎
　
　
ベ
ソ
サ
ム
「
立
法
論
綱
」
　
（
明
治
十
一
年
）
等

　
の
如
ぎ
著
片
、
訳
書
が
存
在
し
て
い
る
。

（
８
）
　
Ｄ
・
リ
カ
ア
ド
オ
の
租
税
諭
に
つ
い
て
は
大
内
教
授
の
優
れ
た
る
諭
文
が
あ
る
。
大
内
兵
衛
「
リ
カ
ル
ド
の
租
税
論
」
　
（
経
済
学
論
集

　
Ａ
・
ス
ミ
ス
Ｄ
・
リ
カ
ァ
ド
オ
Ｊ
・
ｓ
；
・
ル
に
お
げ
る
租
税
理
論
の
展
開
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
　
一
九
（
一
五
一
）



　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
二
巻
・
第
二
号
）

　
第
三
巻
　
第
二
号
）

一
９
一
Ｐ
書
邑
９
ま
亘
己
勺
一
９
９
勺
・
葦
邑
冒
９
昌
｝
§
書
、
、
、
弐
。
目
ら
・
漫

　
原
理
」
上
巻
　
一
五
一
頁

（
１
０
）

（
ｕ
）

（
１
２
）

（
１
３
）

（
１
４
）

ｏ
．

Ｕ
．

ｏ
．

Ｕ
．

ｏ
．

同
｛
０
２
Ｈ
ら
〇
一
－
げ
－
ら
一

Ｈ
｛
｛
ｏ
ｐ
Ｈ
｛
〇
一
－
げ
－
｛
．

勾
－
ｏ
ｐ
『
ら
〇
一
－
げ
－
｛
一

Ｈ
ク
Ｏ
胃
（
一
９
亭
己
．

ぎ
Ｏ
胃
（
一
〇
二
一
）
声

勺
・

勺
・

勺
・

勺
・

勺
・

竃違違竃竃

「
私
が
暇
り
に
私
の
所
得
年
額
一

邦
訳
　
同
書
　
一
五
三
頁

邦
訳
　
同
書
　
一
五
二
頁

邦
訳
　
同
書
　
一
五
一
頁

邦
訳
　
同
書
　
一
五
三
頁

邦
訳
　
同
書
　
一
五
三
頁

、
○
○
○
確
の
中
か
ら
、
一
〇
〇
確
を
支
梯
ふ

二
〇
　
（
一
五
二
）

小
泉
信
三
訳
　
改
訂
「
経
済
学
及
び
課
税
の

こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
、
若
し
私
が
残
額
九
〇
〇
携
の

支
出
を
以
て
甘
ん
ず
る
な
ら
ば
・
そ
れ
は
實
際
に
私
の
所
得
に
数
す
る
租
規
と
な
る
が
、
若
し
私
が
引
綾
き
一
、
○
○
○
讐
篤
す
る
雀

ば
・
そ
れ
は
資
本
簑
す
る
租
税
と
な
る
で
着
う
。
私
の
所
得
一
、
○
○
Ｏ
確
の
生
ず
る
資
本
は
、
一
〇
、
○
○
○
確
の
慣
値
箸
す
る
も

の
と
し
よ
う
ぶ
る
資
本
に
封
す
る
一
歩
の
租
鷲
二
〇
〇
確
で
あ
る
。
併
し
、
若
し
私
が
こ
の
租
婁
納
付
し
た
後
、
同
様
に
九
〇
〇
確
の

使
川
を
以
て
滴
足
す
る
な
ら
ば
・
私
の
資
本
は
影
響
は
蒙
ら
ぬ
で
萱
う
。
一
Ｇ
・
穿
ま
・
妻
・
二
仰
、
０
に
ユ
、
同
書
同
頁
一

（
１
５
）
　
Ｏ
・
星
８
＆
二
巨
Ｐ
や
塞
　
邦
訳
　
　
　
　
一
五
四
頁

（
１
６
）
　
Ｕ
・
ヨ
§
＆
し
９
Ｐ
や
雷
邦
訳
　
　
　
　
一
五
二
頁

（
１
７
）
　
］
）
．
曇
８
邑
し
巨
Ｐ
勺
．
鵠
　
邦
訳
　
同
薯
　
一
五
三
頁

三

　
Ｊ
一
ｓ
一
ミ
ル
に
あ
り
て
は
そ
の
主
著
「
経
済
学
原
理
」
勺
ユ
目
・
｛
８
・
｛
ヨ
一
三
・
・
一
向
。
。
箏
。
旨
｝
三
亡
一
リ
。
。
箏
一
。
。
｛
汁
一
一
。
一
、
、
弓
－
。
、
、

ま
豪
ざ
。
。
Ｃ
ま
二
一
巨
Ｃ
ｕ
・
Ｃ
－
一
３
“
Ｈ
。
・
奏
　
第
五
編
　
統
治
の
作
川
・
目
旨
・
巨
巨
昌
８
・
｛
・
・
。
き
、
一
冒
。
ま
　
第
二
市
以
下
筑
六
革
に
於
て



租
税
理
論
を
展
開
し
て
い
る
。
第
二
章
に
於
て
は
租
税
の
一
般
原
則
に
つ
い
て
論
じ
、
策
六
章
に
於
て
は
直
接
税
と
問
接
税
と
の
比

較
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
Ｊ
・
ｓ
；
・
ル
に
お
け
る
一
般
的
租
税
理
論
で
あ
る
が
、
第
三
章
に
あ
り
て
は
直
接
税
、
第
四

章
に
あ
り
て
は
商
品
税
弓
婁
９
Ｓ
８
昌
旨
睾
一
撃
、
第
五
章
に
於
て
は
そ
の
他
各
種
の
租
税
に
つ
い
て
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
体

系
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
○
　
直
接
税
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
０
Ｄ
　
地
代
に
対
す
る
租
税

　
　
の
　
利
潤
に
対
す
る
租
税

　
　
ゆ
　
労
働
賃
銀
に
対
す
る
租
税

　
　
↑
○
所
得
税

　
　
伺
家
屋
税

　
臼
　
商
品
税

　
　
○
Ｄ
　
日
用
品
に
対
す
る
租
税

　
　
の
　
特
別
商
□
ｍ
に
対
す
る
租
税

　
　
↑
っ
差
別
関
税

　
臼
　
そ
の
他
の
租
税

　
　
い
　
契
約
税
　
Ｈ
婁
畠
○
目
８
ま
冨
Ｏ
蒜

　
　
０
　
交
迦
税
　
Ｈ
婁
婁
Ｏ
目
Ｏ
Ｏ
旨
昌
自
己
８
汁
｛
Ｏ
目

　
　
↑
つ
　
汰
稚
税
　
■
２
≠
、
Ｈ
婁
ｇ

　
　
↑
ｏ
　
地
方
税
（
地
方
口
的
の
た
め
の
課
税
方
式
）
　
肖
＆
鶉
ｏ
｛
汁
費
２
庄
；
｛
；
一
〇
〇
巴
召
｛
易
ｇ

　
　
　
　
Ａ
一
ス
ミ
ス
Ｄ
．
リ
カ
ア
ド
オ
Ｊ
一
ｓ
二
一
一
ル
に
お
け
る
租
税
理
論
の
展
開
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
　
二
一
　
（
一
五
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
二
釦
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
（
一
五
四
）

　
差
別
関
税
に
つ
い
て
は
「
差
別
税
ｑ
牙
｝
旨
一
目
註
易
ま
↑
一
易
に
て
最
も
一
般
に
行
は
れ
て
い
る
も
の
は
、
国
内
に
於
て
も
生
産
し

得
る
物
品
の
輸
入
に
対
し
て
は
租
税
を
課
し
、
国
内
に
於
て
生
産
せ
ら
る
る
同
一
物
品
に
対
し
て
は
同
等
○
租
税
を
課
徴
せ
ざ
る
も

の
で
あ
竺
と
説
明
し
て
い
る
・
「
契
鶏
は
個
人
の
契
約
鳶
象
と
し
、
そ
の
嵩
を
示
す
法
定
の
証
書
に
課
す
る
も
の
で
、
契

約
の
履
行
を
示
す
法
定
の
証
書
、
例
へ
ば
領
収
証
及
び
譲
渡
証
書
の
如
牽
証
書
に
課
す
る
印
紙
税
が
あ
る
。
然
し
契
約
税
の
徴
収
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

印
紙
の
貼
州
に
よ
る
と
は
限
ら
な
い
。
即
ち
競
売
税
の
如
き
で
あ
る
。
又
契
約
の
登
記
と
同
時
に
納
付
す
る
も
の
も
あ
る
」
と
説
明

す
る
。
交
通
税
に
つ
い
て
は
「
そ
の
主
な
る
も
の
は
郵
税
で
あ
る
。
ン
、
の
他
報
道
の
税
と
し
て
○
広
告
税
及
び
新
聞
紙
税
の
如
き
も

こ
れ
に
属
灸
一
と
い
う
・
法
律
誓
例
と
し
て
裁
判
禦
と
星
げ
「
警
い
艦
の
な
か
で
裁
判
僅
顕
葉
る
地
位
を
し
む

る
も
の
で
あ
る
・
裁
判
税
は
裁
判
上
の
訴
頗
に
お
け
る
種
六
な
る
作
州
に
課
せ
ら
れ
る
租
税
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
訴
訟
手
続
に
附
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

す
る
一
切
の
冗
費
と
同
じ
く
、
救
済
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
課
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
不
正
に
対
す
る
賞
金
で
あ
る
」
と
論

ず
る
・
こ
こ
に
地
方
税
と
は
地
方
公
共
閉
体
に
於
て
賦
課
徴
収
す
る
租
税
の
こ
と
で
あ
る
が
、
Ｊ
．
ｓ
．
、
、
、
ル
は
地
方
税
に
つ
い
て

日
的
税
の
設
定
と
応
益
的
課
税
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
注
〕
に
価
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
「
租
税
は
な
る
べ
く
利
益
の
受
益
者
の

貨
担
と
な
る
よ
う
に
課
税
す
べ
き
で
あ
る
。
　
例
へ
ぱ
道
賂
及
び
橋
災
ｏ
縦
費
は
、
　
迦
行
人
及
び
ン
、
ｏ
巡
ぶ
物
品
に
対
し
て
通
過
税

汁
。
旨
を
課
し
、
之
に
よ
っ
て
貨
担
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
迦
逃
税
は
道
路
、
概
梁
の
迦
行
人
及
び
物
。
…
の
消
費
者
に
よ
っ
て
負
担

　
　
　
（
５
）

せ
ら
れ
る
」
と
諭
じ
て
い
る
。

　
Ｊ
．
ｓ
一
ミ
ル
は
直
按
税
と
閉
按
税
の
民
別
を
租
税
の
魚
机
閑
係
に
お
い
て
い
る
。
即
ち
ン
、
の
柾
嫁
の
如
何
に
よ
っ
て
そ
の
定
義

　
　
　
　
　
（
６
）

を
下
し
て
い
る
。
Ｊ
・
ｓ
・
ミ
ル
に
従
へ
ば
「
直
挟
税
と
は
、
そ
の
負
担
を
な
さ
し
め
ん
と
欲
す
る
個
人
を
し
て
負
担
せ
し
め
る
租

税
で
あ
る
。
…
接
税
と
は
他
人
に
怯
嫁
す
べ
き
期
待
婁
潟
ｇ
き
；
と
恵
図
一
目
汁
、
。
亡
。
目
と
を
以
て
或
人
よ
り
取
立
つ
る
租
税
で
あ



る
。
例
へ
ば
内
国
消
費
税
或
は
関
税
で
あ
る
。
商
品
の
生
産
者
又
は
輪
入
者
に
課
税
す
る
こ
と
は
、
生
産
老
又
は
輸
入
者
は
”
！
、
の
商

品
の
価
格
を
高
く
し
て
・
そ
の
納
税
額
を
回
収
す
る
も
の
と
仮
定
し
て
、
生
産
者
又
は
輸
入
者
に
対
し
て
特
別
の
租
税
を
課
徴
せ
ん

と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
等
の
人
を
通
じ
て
そ
の
商
品
の
消
費
老
に
対
し
て
課
税
せ
ん
と
す
る
意
図
で
あ
る
」
と
い
う
。
即
ち

直
接
税
は
納
税
者
が
負
担
す
る
と
こ
ろ
の
所
謂
負
担
税
を
指
し
て
お
り
、
間
接
税
は
納
税
者
が
担
税
者
に
代
つ
て
前
以
て
支
払
う
と

こ
ろ
の
前
払
税
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
直
接
税
は
租
税
の
直
接
の
負
担
関
係
で
あ
る
が
、
問
接
税
は
転
嫁
を
予
期
す
る
租
税
と

既
に
立
法
者
に
お
い
て
転
嫁
す
る
も
の
と
の
意
図
に
基
い
て
設
定
せ
ら
れ
る
租
税
と
の
二
つ
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が

現
実
の
転
嫁
関
係
に
及
ん
で
論
及
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
租
税
は
直
接
税
か
又
は
問
接
税
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
な

し
・
　
「
直
接
税
は
所
得
又
は
消
費
・
老
彗
睾
胃
・
に
対
し
て
課
税
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
消
費
税
、
、
、
。
。
。
。
。
。
、
勺
、
。
２
、
箏
、
。

は
問
接
税
で
あ
る
が
、
直
接
税
と
し
て
、
物
品
の
生
産
者
又
は
販
売
者
に
課
税
せ
ら
れ
な
い
で
直
接
に
消
費
老
に
課
税
せ
ら
れ
る
も

の
が
あ
る
。
例
へ
ば
家
屋
税
は
一
般
的
に
家
屋
の
居
住
者
に
対
し
て
課
税
せ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
直
接
税
で
あ
る
。
然
し
建
築
者
又

は
所
有
老
に
対
し
て
課
税
せ
ら
れ
た
る
と
き
は
問
接
税
で
あ
る
。
窓
税
乏
。
ｐ
。
考
．
汁
曽
、
は
消
費
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
る
直
接
税
で
あ

（
７
）

る
。
」
と
論
ず
る
。

　
「
商
品
税
“
婁
易
昌
８
冒
冒
・
葦
冨
は
生
産
者
と
消
費
者
と
の
中
問
に
於
け
る
運
送
人
又
は
商
人
に
課
せ
ら
れ
る
租
税
で
あ
る
」

と
な
し
て
一
般
に
消
費
税
と
考
へ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
租
税
を
定
義
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
　
「
家
崖
又
は
車
馬
に
対
す
る
租
税

の
如
く
或
物
品
○
消
費
者
に
対
し
て
直
接
に
ー
課
せ
ら
れ
る
租
税
に
つ
い
て
之
を
消
徴
税
汁
、
、
。
箏
。
。
昌
冒
。
ま
汁
一
。
。
。
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
消
費
税
と
い
う
言
語
は
慣
習
に
よ
っ
て
問
接
税
に
つ
い
て
使
用
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
問
接
税
は
或
一
人
よ
り
同
収
し
得
る
と
い
う
期
待
と
意
図
に
基
い
て
、
他
の
一
人
に
対
し
て
一
応
魚
担
せ
し

　
　
　
Ａ
・
ス
ミ
ス
Ｄ
・
リ
カ
ア
ド
オ
Ｊ
・
ｓ
二
・
・
ル
に
お
げ
る
租
税
理
論
の
展
開
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
　
二
三
（
一
五
五
）
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む
る
と
こ
ろ
の
租
税
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
う
し
て
「
消
費
税
は
一
国
内
の
生
産
物
、
或
は
外
国
よ
り
の
輸
入
品
に
対
し
て
課
せ
ら

れ
、
或
は
一
国
内
に
於
て
運
搬
又
は
販
売
せ
ら
れ
る
物
品
に
課
せ
ら
れ
る
。
従
っ
て
之
を
各
、
内
国
製
品
税
穿
。
床
。
、
関
税
Ｏ
。
。
。
庁
。
昌
。
。

通
行
税
（
通
過
税
）
庁
・
豪
彗
ら
汁
量
邑
汁
ま
ま
。
。
と
い
う
」
と
述
べ
て
次
に
そ
の
負
担
関
係
に
つ
い
て
そ
の
見
解
を
展
開
し
て
い
る
。

　
Ｊ
・
ｓ
・
ミ
ル
は
消
費
税
は
如
何
な
る
種
類
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
亦
杜
会
の
如
何
な
る
発
展
段
階
に
於
て
課
税
せ
ら
れ

る
と
し
て
も
結
局
に
於
て
は
生
産
費
を
増
加
す
る
。
然
し
こ
こ
に
生
産
費
と
は
最
も
拡
張
し
た
意
味
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
生
産

費
の
中
に
は
、
そ
の
運
搬
及
び
分
配
に
要
す
る
費
用
を
含
む
」
と
直
接
原
価
と
問
接
原
価
と
の
概
念
を
と
り
入
れ
「
生
産
費
が
租
税

に
よ
っ
て
人
為
的
に
増
加
す
る
場
合
に
於
て
も
、
そ
の
生
産
費
の
自
然
的
原
因
に
よ
っ
て
増
加
し
た
る
と
き
と
同
一
の
効
果
を
生
ず

る
。
此
為
に
一
種
又
は
数
種
の
商
品
の
み
の
生
産
費
が
増
加
す
る
と
き
に
於
て
は
、
そ
の
商
品
の
価
値
及
び
価
格
は
騰
貴
す
る
。
従

っ
て
そ
の
生
産
者
又
は
商
人
は
、
そ
の
特
別
の
負
担
を
な
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
代
償
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
然
し

な
が
ら
総
て
の
商
品
に
対
し
、
そ
の
商
品
の
価
値
に
比
例
し
て
租
税
が
課
せ
ら
れ
る
と
き
に
於
て
は
、
か
く
の
如
き
代
償
を
得
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
即
ち
か
か
る
場
合
に
於
て
は
、
そ
の
価
値
が
一
般
的
に
騰
貴
す
る
訳
が
な
い
し
、
又
一
般
物
価
も
騰
貴
す
る
も
の

で
は
な
い
。
か
か
る
場
合
に
於
て
、
そ
の
価
値
が
一
般
的
に
騰
貴
す
る
と
考
へ
る
の
は
誤
っ
た
見
解
で
あ
る
し
、
又
そ
れ
が
一
般
的

物
価
○
騰
貴
の
原
困
と
は
な
ら
な
い
。
他
の
原
因
に
よ
っ
て
一
般
物
価
は
騰
貴
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
於
て
は
或
も
の
は

そ
の
価
値
が
上
昇
し
、
他
の
或
も
の
は
そ
の
価
値
が
下
落
す
る
こ
と
が
あ
る
。
之
が
原
因
、
即
ち
事
業
が
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

事
業
に
使
用
せ
ら
れ
る
費
本
の
永
続
性
が
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
産
業
に
於
け
る
総
生
牽
尚
は
、
そ
の
一
は
消
費
さ
れ
た
る
資
本
を

回
復
す
る
も
Ｏ
で
あ
り
、
そ
の
二
は
利
澗
と
な
る
も
の
の
二
つ
Ｏ
都
分
よ
り
成
立
つ
の
で
あ
る
。
」
と
一
般
的
論
議
を
提
ホ
し
、
資

木
Ｏ
同
一
規
模
Ｏ
産
業
に
て
は
そ
の
獲
得
せ
ら
れ
る
利
洲
も
亦
同
箏
で
あ
る
と
一
応
考
へ
ら
れ
る
が
、
使
州
す
る
資
本
Ｏ
種
類
に
よ



っ
て
は
そ
の
利
潤
も
異
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
多
く
固
定
資
本
を
使
用
す
る
な
ら
ば
、
資
本
消
費
高
が
少
く
て
す
み
資
本
の
補

充
も
亦
少
く
て
す
む
こ
と
に
な
り
生
産
物
の
年
産
額
も
大
と
な
る
。
従
っ
て
利
潤
を
同
じ
も
の
と
仮
定
す
れ
ば
生
産
物
を
安
価
に
販

売
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
故
に
之
に
従
価
税
を
課
す
る
と
き
は
企
業
相
互
問
に
不
公
平
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
と
こ
の
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
商
品
の
生
産
過
程
、
流
通
過
程
の
い
ず
れ
に
於
て
も
、
又
そ
れ
が
従
量
税
又
は
従
価
税
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
商
品
税
が
課
け
ら

れ
れ
ば
租
税
額
だ
け
は
そ
の
商
品
の
価
値
と
価
格
が
高
く
な
る
。
こ
の
租
税
は
生
産
者
及
び
商
人
に
よ
っ
て
前
払
さ
れ
る
か
ら
企
業

は
一
層
大
な
る
資
本
が
必
要
と
な
る
。
即
ち
．
一
国
の
資
本
の
一
部
は
生
産
に
用
い
ら
れ
な
い
で
国
家
へ
前
払
せ
ら
れ
、
商
品
の
価
格

の
価
上
げ
に
よ
っ
て
払
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
こ
の
資
本
を
現
実
に
生
産
に
用
い
た
と
き
に
生
ず
る
で
あ
ろ
う
利
潤
と
同

額
の
も
の
が
価
格
に
加
は
っ
て
販
売
者
よ
り
消
費
者
に
転
嫁
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
又
如
何
な
る
理
由
に
せ
よ
企
業
が
よ
り
多
く
の

資
本
を
必
要
と
す
る
と
き
は
そ
の
企
業
に
お
け
る
競
争
は
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
独
占
利
潤
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

と
論
じ
、
か
く
て
租
税
は
商
品
の
価
格
を
騰
げ
、
価
格
が
騰
が
れ
ば
そ
の
商
品
の
需
要
は
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
が
需
要
が
減
少
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

れ
ば
生
産
の
改
良
も
行
は
れ
が
た
い
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
Ｊ
一
ｓ
・
ミ
ル
は
次
い
で
直
接
税
と
問
接
税
の
優
劣
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
て
い
る
。
直
接
税
は
租
税
の
直
接
の
負
担
行
為
で
あ

る
か
ら
納
税
渚
は
ン
、
の
負
担
に
つ
い
て
不
服
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
直
接
税
に
比
較
し
て
問
接
税
の
課
税
方
法
は
直
接
納
税
者
の
意

識
を
刺
戟
し
な
い
。
然
し
こ
の
こ
と
で
問
接
税
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
児
戯
に
類
す
る
感
情
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
直
接

税
が
適
当
で
な
い
と
い
う
の
は
納
税
そ
の
も
の
よ
り
は
租
税
と
し
て
の
支
払
行
為
即
ち
ン
、
○
徴
収
行
為
を
嫌
う
Ｏ
で
あ
る
。
然
し
問

接
税
は
商
舳
Ｏ
｝
要
に
伴
っ
て
納
税
す
る
も
の
で
納
税
者
に
と
っ
て
便
利
な
る
時
期
に
便
利
な
る
方
法
を
以
て
徴
収
す
る
も
の
で
あ

　
　
　
Ａ
・
ス
ミ
ス
Ｄ
・
リ
カ
ァ
ド
オ
Ｊ
・
ｓ
二
・
・
ル
に
お
け
る
租
税
理
論
の
展
開
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
　
二
五
（
一
五
七
）
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る
。
即
ち
一
時
的
な
る
使
用
に
対
す
る
物
品
の
外
は
自
已
の
都
合
の
よ
い
と
き
に
白
己
の
好
む
商
品
の
購
入
に
際
し
て
価
格
の
一
部

と
し
て
支
払
は
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
需
品
に
対
す
る
課
税
は
論
外
で
あ
る
が
、
煩
労
や
不
都
合
を
増
す
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

こ
の
点
で
は
問
接
税
は
優
れ
て
い
る
が
、
然
し
問
接
税
は
生
産
者
又
は
商
人
に
よ
っ
て
前
払
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
生
産
者

又
は
商
人
に
と
っ
て
は
不
利
な
る
場
合
も
あ
る
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
直
接
税
の
も
と
で
は
各
個
人
の
負
担
関
係
は
明

瞭
で
あ
る
。
従
っ
て
又
国
家
経
費
に
し
て
戦
費
そ
の
他
賛
沢
な
る
経
費
に
対
し
て
賛
成
す
る
も
の
は
す
べ
て
白
已
の
負
担
を
認
識
し

て
い
る
。
故
に
国
宋
経
費
の
節
約
が
確
実
に
行
は
れ
る
。
従
っ
て
直
接
課
税
は
問
接
課
税
よ
り
優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
理
由
で
あ
る

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
Ｊ
・
ｓ
ミ
ル
は
こ
び
意
見
に
対
し
て
こ
れ
に
反
対
し
、
こ
の
意
見
は
必
ず
し
も
否
定
で
き
な
い
が
人
心
は
何

事
に
つ
い
て
も
打
算
的
に
評
価
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
し
、
問
接
税
の
帰
蒼
に
つ
い
て
も
段
六
と
認
識
さ
れ
て
き
て
い
る
。

従
っ
て
間
接
的
納
税
を
容
認
す
る
と
い
う
こ
と
も
最
早
見
ら
れ
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
な
し
、
巨
額
の
国
家
経
費
を
す
べ
て
直
接
税

に
よ
っ
て
徴
収
す
る
と
き
は
、
納
税
が
巨
額
な
る
と
て
国
民
に
お
い
て
不
満
が
お
こ
り
、
租
税
を
嫌
悪
す
る
情
が
極
め
て
大
き
く
な

る
。
国
家
収
入
の
中
で
大
き
な
部
分
が
未
償
遠
公
債
の
担
保
と
な
っ
て
い
る
と
き
は
国
民
に
お
け
る
租
税
に
対
す
る
嫌
悪
の
情
が
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

大
す
れ
ば
、
政
府
は
少
な
か
ら
ず
そ
の
信
用
を
失
遂
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。
国
家
経
費
に
し
て
節
約
の
余
地
の

少
く
な
い
多
く
の
項
目
が
あ
り
、
又
公
用
の
名
目
に
お
い
て
徒
費
さ
れ
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
冗
費

が
帥
約
せ
ら
れ
て
そ
の
名
口
の
如
何
を
閲
は
ず
有
川
な
る
行
政
に
向
け
ら
れ
る
な
ら
ば
杜
会
一
般
の
経
済
的
利
益
か
ら
見
て
も
百
倍

に
な
っ
て
遠
元
せ
ら
れ
る
と
き
が
あ
る
。
租
税
の
施
行
を
直
接
税
ｏ
み
に
限
定
し
、
ン
、
の
緒
茱
と
し
て
国
民
が
課
税
せ
ら
れ
る
こ
と

を
嫌
悠
す
る
こ
と
が
極
め
て
大
と
な
れ
ば
公
金
を
濫
川
し
巨
利
を
画
す
る
階
級
は
因
宋
経
費
に
し
て
白
己
の
利
益
と
な
る
如
き
項
目

は
之
を
存
置
し
、
杜
会
的
利
益
を
目
的
と
す
る
経
授
は
之
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
Ｊ
．
ｓ
．
、
、
、
ル
に
あ



り
て
は
直
驚
と
問
驚
○
是
非
に
つ
い
て
は
笹
的
立
場
を
と
つ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
然
し
少
奈
ら
、
要
収
入
を
晶
と

す
る
消
費
税
一
婁
一
…
…
一
妻
は
保
護
関
税
と
し
て
・
作
用
宇
わ
つ
て
い
き
こ
と
は
き
。
国
産
。
ｍ
、
輸
入
品
の
如
何
を

問
は
ず
即
ち
財
貨
獲
得
方
法
の
如
何
高
は
ず
財
貨
に
公
平
に
課
税
せ
ら
芙
け
れ
ば
な
婁
い
。
そ
う
し
て
焦
必
、
斑
も
し
く

は
之
差
字
る
た
め
の
原
料
乃
至
は
そ
の
賢
に
対
し
て
は
租
税
を
課
し
て
は
雀
き
の
で
奮
。
生
活
必
需
品
又
は
そ
の
生

産
原
料
・
生
産
用
具
に
課
税
す
る
と
き
は
、
健
康
を
保
持
す
る
に
足
る
程
度
の
少
額
所
得
老
○
所
得
は
そ
の
為
に
蚕
食
せ
ら
れ
る
。

労
働
老
が
労
働
賃
金
の
騰
貴
に
よ
っ
て
そ
の
租
税
蓋
担
し
得
る
と
し
て
も
、
利
駕
た
る
作
用
を
有
し
、
不
正
に
し
て
国
富
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
１
）

し
て
有
害
で
あ
る
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。

　
Ａ
一
ス
ミ
ス
は
私
有
財
産
制
度
の
も
と
に
お
け
る
社
会
で
は
地
代
、
利
澗
、
労
働
賃
銀
が
各
個
人
の
収
入
の
源
泉
を
な
し
て
い
る
。

如
何
な
る
種
類
の
収
入
専
べ
…
の
三
種
の
褒
の
い
ず
れ
か
に
帰
す
る
も
・
で
、
如
何
な
る
租
繁
こ
の
三
種
の
収
入
に
よ
つ

て
負
担
せ
ら
れ
る
と
い
う
・
・
．
リ
ヵ
ア
ド
ォ
は
租
税
は
篶
に
き
て
ン
、
の
国
の
資
本
か
収
入
か
の
い
ず
れ
か
に
よ
つ
て
支
払
は

れ
室
の
で
あ
る
と
い
う
・
Ｊ
…
－
ル
に
あ
り
て
夫
・
ス
ー
ス
に
春
る
そ
れ
と
同
じ
く
す
べ
て
所
得
の
裟
は
地
代
、
利

澗
及
び
労
働
賃
銀
で
あ
る
と
い
う
・
贈
芝
吉
又
は
椋
奪
の
場
合
蘇
く
他
の
如
何
な
る
種
類
の
所
得
喜
な
こ
の
地
代
、
利
澗

及
び
篇
賃
警
い
ず
れ
か
の
中
に
含
荒
て
い
る
・
で
雲
。
従
つ
て
租
税
を
課
す
る
に
は
こ
の
三
種
の
所
得
、
即
ち
こ
の
地
代
、

利
洲
及
び
労
磐
金
の
三
種
の
所
俗
の
い
ず
れ
か
一
ト
課
す
る
こ
と
に
な
る
。
又
こ
の
三
種
の
収
入
の
バ
の
す
べ
て
に
課
す
る
こ
と

喜
き
る
と
述
べ
て
、
租
税
の
源
祭
地
代
、
利
刈
及
び
労
留
警
あ
る
こ
と
竈
、
。
か
に
し
て
い
る
。

註
一
－
二
・
享
。
・
麦
二
…
－
勺
孝
｛
書
｛
；
８
一
。
。
。
目
。
。
一
一
、
・
二
鼻

　
　
（
２
）
言
言
・
。
～
胃
；
…
－
ヨ
・
一
ら
・
・
。
筆

　
　
　
Ａ
ニ
ミ
ス
Ｄ
．
リ
カ
ァ
ド
オ
Ｊ
．
・
・
－
ル
に
お
け
る
租
箆
論
の
鵠
一
蒲
一
　
　
　
二
七
一
三
九
一



（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

立
命
館
経
済
学
（
第
十
二
巻
・
第
二
号
）

二
八
　
（
一
六
〇
）

　
〕
○
プ
目
ｏ
ｎ
庁
毒
ユ
曽
旨
一
旨
己
．
勺
．
・
。
８
．

　
言
げ
箏
○
ｏ
ｇ
彗
汁
曽
旨
一
旨
己
．
や
ｏ
。
胃
．

－
・
巨
○
。
汁
墨
ユ
ン
…
一
量
ら
．
甲
・
。
賢

　
直
接
税
と
問
接
税
を
そ
の
負
担
関
係
即
ち
そ
の
転
嫁
の
関
係
に
よ
っ
て
区
分
せ
ん
と
す
る
見
解
は
現
今
一
般
的
に
１
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
　
「
直
接
税
と
は
立
法
者
の
意
思
に
よ
っ
て
租
税
の
負
担
が
直
接
に
納
税
義
務
者
に
課
せ
ら
れ
る
べ
ぎ
租
税
を
い
う
。
問
接
税
は
課
税
せ

ら
れ
た
る
租
税
の
納
税
義
務
者
か
ら
他
の
租
税
れ
担
者
へ
の
前
転
を
期
待
せ
ら
れ
る
租
税
で
あ
る
。
」
ト
内
巴
Ｎ
ピ
ヨ
量
貢
考
庁
。
。
Ｏ
目
９
ま
戸

畠
○
Ｈ
．
Ｎ
民
チ
ｏ
ｏ
．
Ｈ
竃
．
と
い
う
よ
う
た
考
え
方
は
Ｊ
・
ｓ
二
・
・
ル
、
Ｋ
・
Ｈ
ニ
フ
ゥ
、
Ｊ
・
ヵ
イ
ツ
ル
等
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

直
接
税
と
間
接
税
の
区
別
の
標
準
を
税
源
即
ち
担
税
力
に
も
と
め
て
、
　
「
直
接
税
と
は
税
源
た
る
所
得
又
は
財
産
に
よ
っ
て
直
接
に
担
税
力

を
捕
扱
し
て
課
す
る
租
税
で
あ
り
、
間
接
税
は
所
得
、
財
陵
の
支
出
に
ー
よ
っ
て
問
接
に
所
得
、
財
産
の
存
在
を
推
定
し
て
課
す
る
租
税
で
あ

る
」
と
な
す
も
の
が
あ
る
。
こ
の
見
解
は
Ｆ
・
ニ
ッ
チ
等
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
Ｆ
・
ニ
ッ
チ
の
租
税
の
分
類
に
従
え
ば
租
税
を
直

接
税
と
間
接
税
に
分
げ
、
こ
の
直
接
税
を
物
税
と
人
税
と
の
二
っ
に
分
け
、
こ
の
人
税
を
所
得
に
よ
る
人
税
と
財
産
に
よ
る
人
税
と
に
区
別

し
て
い
る
。
間
接
税
を
消
費
行
為
に
よ
る
も
の
と
、
物
の
移
動
に
よ
る
も
の
と
に
分
類
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ
・
自
『
５
ｏ
・
ｏ
○
目
ｏ
ｏ
○
昌
昌
ｐ
戌
○
目
ｏ
。
目
仙
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
巴
Ｈ
ｏ
ｏ
・
一

　
　
　
　
。
奉
ニ
デ
婁
毫
事
葦
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
潟
冨
・
昌
芸
。
。
冒
一
・
睾
汁
ユ
昌
・
一
量

卑
彗
§
８
孝
Ｐ
ヨ
；
一
尋
ら
二
・
一
竃
畠
ｑ
塞
ヨ
毒
づ
・
多
↓
…
二
ら
乙
宣

シ
ェ
フ
レ
ー
Ａ
・
Ｅ
・
Ｆ
Ｏ
ｏ
ｏ
麦
ヨ
ｏ
に
従
え
ぼ
直
接
税
は
各
個
人
の
平
均
的
な
る
机
税
力
を
推
定
把
掲
し
て
課
す
ろ
租
税
で
あ
り
…
…
楼
税

は
各
個
人
り
担
税
力
の
槻
れ
る
水
火
に
従
っ
て
課
す
る
机
税
で
あ
ろ
と
な
す
。
従
っ
て
直
楼
税
は
租
税
劣
体
の
把
撮
に
お
い
て
永
続
性
を
有

し
、
”
按
院
は
班
尖
の
発
生
に
従
っ
て
課
税
せ
ら
れ
る
。
故
に
台
帳
税
と
徒
率
税
の
ド
別
と
そ
の
標
準
が
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。



（
７
）
一
・
享
。
・
汁
曇
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；
量
一
二
・
一
婁
・
；
・
曇
Ｓ
二
…
・
・
…
自
＜
ら
・
・
。
鼻

（
８
）
言
；
・
。
庁
量
・
；
…
一
Ｈ
…
二
・
一
・
．
・
。
・
。
メ
・
。
・
。
・
。
・

　
　
Ｄ
一
リ
ヵ
ア
ド
ォ
は
「
資
本
は
、
そ
の
速
か
に
１
消
耗
せ
ら
れ
て
、
頻
繁
に
再
生
産
せ
ら
る
る
こ
と
を
要
す
る
か
、
ま
た
は
徐
六
に
消
費
せ
ら

　
る
る
か
の
如
何
に
よ
つ
て
、
流
動
資
本
か
固
定
資
本
か
の
何
れ
か
に
分
類
さ
れ
る
。
」
　
「
一
國
の
資
木
は
そ
の
耐
久
性
の
大
小
如
何
に
從
っ
て
、

　
固
定
資
本
、
流
動
資
本
の
何
れ
か
な
る
こ
と
を
示
し
た
。
流
動
資
本
と
固
定
資
本
と
の
区
別
が
何
虜
に
始
ま
る
か
を
嚴
密
に
定
め
る
こ
と
は
、

　
困
難
で
あ
る
。
資
本
の
耐
久
性
に
は
大
小
殆
ど
無
敷
の
程
度
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
Ｕ
竃
己
曇
畠
＆
。
し
、
、
９
。
号
一
。
。
。
。
｛
勺
。
一
三
。
、
一
向
、
１

　
旨
８
ｋ
彗
｛
弓
賢
Ｐ
弐
Ｏ
Ｐ
勺
や
Ｈ
Ｏ
◎
一
岩
・
及
び
や
違
小
泉
信
三
訳
　
改
訂
「
経
済
学
及
び
課
税
の
原
理
」
上
巻
　
三
三
頁
及
び
一
五
一
頁
）

　
と
い
う
。

　
　
Ｊ
・
ｓ
・
ミ
ル
は
「
資
本
の
な
か
で
、
生
産
に
一
度
使
用
せ
ら
れ
て
全
部
そ
の
役
目
を
果
し
て
し
ま
う
も
の
が
流
動
資
本
。
｛
、
。
己
、
庄
品

　
§
且
冨
一
で
あ
る
。
」
「
永
続
的
な
る
形
を
そ
な
へ
、
長
期
問
に
亘
っ
て
そ
の
収
益
が
得
ら
る
る
資
本
が
固
定
資
本
里
、
、
ｑ
。
、
亘
汁
、
一
で
あ
る
。
」

　
（
』
ｏ
プ
目
ｏ
Ｄ
汁
自
ｐ
『
汁
く
－
ポ
Ｈ
巨
ｏ
．
勺
勺
．
ｏ
ガ
り
ド
）
と
い
う
。

（
！
０
）
　
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
一
八
六
二
年
の
国
家
収
入
は
約
七
千
万
パ
ウ
ソ
ド
で
あ
る
。
こ
の
約
七
千
万
バ
ウ
ソ
ド
の
中
で
約
三
万
パ
ウ
ソ
ド

　
は
政
府
の
債
権
者
に
１
対
す
る
担
保
と
な
っ
て
い
る
。
約
七
千
万
パ
ウ
ソ
ド
の
国
家
収
入
を
悉
く
直
接
税
に
・
依
存
す
る
と
ぎ
は
因
民
は
巨
額
の
直

　
接
課
税
に
反
対
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
納
税
成
績
が
あ
が
ら
な
く
な
り
困
家
収
入
に
支
障
を
来
す
。
従
っ
て
末
償
還
公
債
に
対
す
る
債
務
不
履
行

　
と
な
り
・
国
家
は
そ
の
信
用
を
失
遂
す
る
こ
と
に
な
る
。
」
－
争
目
○
Ｏ
～
胃
汁
曽
旨
Ｌ
げ
己
・
づ
・
Ｏ
。
雷
・

（
ｕ
）
　
－
ひ
プ
箏
ｏ
ｏ
汁
■
彗
汁
く
；
一
Ｈ
げ
乙
．
勺
ｐ
ｏ
◎
ｏ
仁
、
ｏ
◎
ｏ
ｏ
ｏ
・

（
１
２
）
　
－
ｏ
巨
一
〇
〇
汁
自
彗
け
く
；
．
Ｈ
一
Ｕ
己
一
や
ｏ
ｏ
轟
・

Ａ
・
ス
ミ
ス
Ｄ
・

リ
カ
ァ
ド
オ
Ｊ
・
ｓ
ニ
ミ
ル
に
お
け
る
租
税
錐
諭
の
展
開
（
箕
浦
）

二
九
　
（
一
六
一
）


